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研究ノート

(
一
)
法
律
改
正
委
員
会
の
創
設

(
二
)
法
律
改
正
委
員
会
の
報
告
書
|
|
一
一
一
六
の
改
正
法
案

(
三
)
ト
マ
ス
・
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
の
共
和
国
構
想

四
独
立
戦
争
後
の
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
州
議
会

(
ニ
改
正
法
案
の
制
定
化
作
業
と
ジ
エ
イ
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン

(
二
)
ト
マ
ス
・
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
の
共
和
国
構
想
の
行
方

五

お
わ
り
に

は
じ
め
に

一
六

O
七
年
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
タ
ウ
ン
の
建
設
で
始
ま
っ
た
ヴ
ア
ジ
ニ
ア

植
民
地
は
、
イ
ギ
リ
ス
領
北
ア
メ
リ
カ
植
民
地
の
中
で
最
も
古
い
植
民
地

で
あ
り
、
一
六
一
九
年
に
は
、
北
ア
メ
リ
カ
植
民
地
初
の
議
会
が
組
織
さ

れ
て
い
る
。
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
は
早
く
か
ら
商
品
価
値
の
高
い
煙
草
栽
培
を
開

始
し
、
西
方
に
広
が
る
広
大
で
安
価
な
土
地
と
多
数
の
黒
人
奴
隷
に
支
え

(l) 

ら
れ
、
南
部
独
特
の
奴
隷
制
プ
ラ
ン
テ

l
シ
ョ
ン
を
発
達
さ
せ
て
き
た
。

一
六
二
四
年
に
は
王
領
植
民
地
に
改
組
さ
れ
る
が
、
植
民
地
議
会
の
構
成

員
で
あ
る
プ
ラ
ン
タ
ー
た
ち
は
、
本
国
か
ら
派
遣
さ
れ
る
総
督
に
対
抗
し

て
、
次
第
に
独
自
の
植
民
地
自
治
を
育
ん
で
い
っ
た
。
そ
し
て
、
一
七
六

三
年
フ
レ
ン
チ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
戦
争
終
結
後
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
ア
メ

リ
カ
植
民
地
の
統
治
政
策
を
強
化
し
て
以
降
、
本
国
と
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
植
民

(
2
)
 

地
と
の
対
立
は
深
ま
り
、
結
局
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
は
一
七
七
六
年
イ
ギ
リ
ス

(3) 

か
ら
の
独
立
を
決
議
す
る
に
至
っ
た
。

ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
場
合
、
支
配
階
級
を
構
成
す
る
プ
ラ
ン
タ

l
が
革
命
を

主
導
し
た
た
め
、
独
立
後
も
植
民
地
時
代
と
連
続
性
の
高
い
支
配
秩
序
が

存
続
し
て
お
り
、
革
命
に
よ
る
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
体
制
変
革
の
構
図
は

み
う
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
君
主
制
か
ら
共
和
制
へ
の
統
治
体
制
の
移

北法45(1-2・108)108



アメリカ革命後の統治機構改革

行
、
お
よ
び
反
英
抗
争
を
導
い
た
革
命
期
の
政
治
思
想
の
影
響
と
い
う
側

面
か
ら
、
改
め
て
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
お
け
る
統
治
機
構
面
で
の
変
化
を
問

い
直
せ
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
問
題
関
心
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
は
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
お
い
て
革
命
期
に
行
え
な
か
っ
た
改

革
を
革
命
後
に
行
お
う
と
す
る
、
い
わ
ば
後
手
に
回
っ
た
統
治
機
構
改
革

の
行
方
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
七
七
六
年
の
第
一

回
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
州
議
会
で
創
設
さ
れ
た
法
律
改
正
委
員
会
の
活
動
と
そ
の

意
義
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
。
共
和
制
に
移
行
後
、
支
配
階
級
内
部
か

ら
沸
き
起
こ
っ
た
こ
の
統
治
機
構
改
革
の
機
運
は
、
明
ら
か
に
ヴ
ア
ジ
ニ

ア
の
政
治
秩
序
を
新
し
く
構
想
し
直
す
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
第
二
の
革
命
と
で
も
い
う
べ
き
試
み
に
着
目
す
る
こ
と

で
、
植
民
地
時
代
と
連
続
性
が
高
い
と
い
わ
れ
る
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
共
和
政

治
の
内
実
を
考
察
し
て
み
た
い
。

君
主
政
か
ら
共
和
政
へ
の
移
行

(
ニ
「
権
利
の
宣
言
」

一
七
六
五
年
の
印
紙
税
法
反
対
運
動
以
来
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
と
共

に
反
英
抗
争
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
植
民
地
は
、
一
七
七
六
年

五
月
一
五
日
、
七
月
四
日
の
ア
メ
リ
カ
一
コ
一
植
民
地
に
よ
る
独
立
宣
言
の

発
表
に
先
立
っ
て
、
独
立
を
決
議
し
た
。
そ
し
て
、
六
月
一
一
一
日
に
「
権

利
の
宣
言
」
を
、
六
月
二
九
日
に
統
治
機
構
に
つ
い
て
定
め
た
寸
ヴ
ア
ジ

(
1
)
 

ニ
ア
憲
法
」
を
採
択
し
て
い
る
。
両
文
書
を
起
草
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
メ
ー

ソ
ン
(
の

g
「
間
巾
豆

8
0ロ
)
は
、
法
律
家
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
地
元

の
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
で
長
年
、
治
安
判
事
を
務
め
司
法
実
務
経
験
が
あ

り
、
特
に
、
土
地
取
引
の
法
的
知
識
が
豊
富
な
こ
と
で
一
目
置
か
れ
て
い

た
人
物
で
あ
っ
た
。
独
立
革
命
期
の
指
導
者
を
保
守
派
、
急
進
派
、
中
間

派
に
分
類
す
る
と
す
れ
ば
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
メ

l
ソ
ン
は
、
中
間

派
に
属
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ヘ
ン
リ

I

Q
巳
ユ
呉

国
巾
ロ
ミ
)
、
リ
チ
ャ

l
ド
・
へ
ン
リ

l
・
リ

l

(
宮内

Z
E
Z
E「可「巾巾)、

ト
マ
ス
・
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
(
↓

Z
ヨ
g
r
R
q
gロ
)
は
急
進
派
に
、
ジ
ョ
ー

ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
(
の

g『
需
要
目
的
主
口
問
ぢ
ロ
)
、
エ
ド
モ
ン
ド
・
ペ
ン
ド
ル

ト
ン

(
E
B
E
ι
P
E
r
gロ
)
は
、
メ

l
ソ
ン
と
同
じ
く
中
間
派
に
、

そ
し
て
、
ロ
バ

l
ト
・
カ

l
タ
l
・
ニ
コ
ラ
ス
(
見

o
g
ユ
(
U
R
R『

(
2
)
 

Z
E
5
U印
)
他
多
数
が
保
守
派
に
属
し
て
い
た
と
い
え
る
。

(
3
)
 

〈
表

I
Vは
「
権
利
の
宣
言
」
の
概
要
で
あ
る
。
「
権
利
の
宣
言
」
は
、

一
六
条
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
反
英
抗
争
の
過
程
で
、
植
民
地
人
が
明

確
に
し
て
き
た
権
利
意
識
を
総
括
し
て
い
る
。
特
に
、
革
命
期
の
抵
抗
理

論
の
中
核
を
な
し
た
、
自
然
権
、
人
民
主
権
の
原
理
、
社
会
契
約
論
に
基

付
く
政
府
観
を
列
挙
し
て
い
る
第
一
条
か
ら
三
条
は
、
革
命
の
も
つ
共
和

北法45(1-2・109)109



研究ノート

〈表1) ヴアジニアの「権利の宣言」

第1草案(14) 委員会草案(18)

1 .①①  

2.②②  

3.③③  

4.④④  

5.⑤⑤  

6.財産権の不可侵 @' 
7. @ 財産権の不可侵

8.⑮⑦  

9.⑮宗教的寛容遡及的法の禁止

10.⑪@  

11 .⑫⑨'  

12.遡及的法の禁止 ⑮ 

13.⑬⑪  

14.⑦⑫  

15. ⑬' 

16. ⑪' 

17. ⑮ 

18. ⑮宗教的寛容

[備考]

1776年6月12日採択

「権利の宣言J (全16条)

①「人間はすべて生来等しく自由かつ独立し

ており、一定の生まれながらの権利を有す

る。」 ・・・自然権

②人民主権

③政府樹立の目的、革命権

@公職および特権の世襲の禁止

⑤三部門の権力分立、定期的な選挙の規定

@自由な選挙、抽象的な選挙権資格

⑦人民の同意に基づく課税権および立法権

@刑事手続き上の基本原則

@過重な保釈金、苛酷な刑罰の禁止

⑩一般捜索逮捕令状の禁止

⑪民事訴訟にも陪審制を適用

⑫言論出版の自由

⑬民兵および軍隊の文民統制、平時における

常備軍の禁止

⑬ー州内にー政府の規定

⑮市民が保持すべき徳性

@信教の自由

1)委員会:権利の宣言および憲法制定準備委員会、 1776年5月15日発足。

ちなみに、統治機構を規定した憲法の採択は、 6月24日。

2)第 1草案の11-14は、 ThomasLudwell Lee、それ以外は、 George

Masonが起草。

3)条文番号の右上「'」は、新たに付加された条文。

北法45(1-2・110)110 



主
義
的
理
念
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
中
に
は
、
共
和
国

を
形
成
す
る
に
際
し
新
た
に
宣
言
さ
れ
て
い
る
権
利
も
あ
る
。
例
え
ば
、

第
一
五
条
の
公
正
、
中
庸
、
節
制
、
質
素
と
い
っ
た
市
民
の
徳
性
に
つ
い

て
の
規
定
ゃ
、
第
一
六
条
の
信
教
の
自
由
の
規
定
な
ど
が
こ
れ
に
当
て
は

(
4
)
 

ま
る
だ
ろ
う
。
「
権
利
の
宣
言
」
は
、
総
じ
て
観
念
的
で
あ
り
、
革
命
の

も
つ
理
想
主
義
的
な
側
面
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

アメリカ革命後の統治機構改革

(
二
)
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
新
政
府
の
統
治
機
構

し
か
し
、
一
七
日
遅
れ
で
採
択
さ
れ
た
「
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
憲
法
」
は
、

(
5
)
 

「
権
利
の
宣
言
」
と
同
じ
く
ジ
ョ
ー
ジ
・
メ

l
ソ
ン
が
起
草
し
て
い
る
に

も
拘
わ
ら
ず
、
王
政
下
の
圧
政
の
経
験
か
ら
立
法
部
優
位
の
統
治
機
構
を

(
6
)
 

編
み
出
し
た
以
外
、
植
民
地
時
代
の
統
治
機
構
と
大
差
は
み
ら
れ
な
い
。

そ
れ
に
は
幾
っ
か
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
「
権
利
の
宣
言
」
は
、

植
民
地
人
が
さ
ま
ざ
ま
な
決
議
を
通
じ
て
何
度
か
表
明
し
て
き
た
こ
と
を

集
大
成
し
た
と
い
う
性
格
を
も
つ
の
に
対
し
、
「
憲
法
」
は
、
従
来
あ
ま

り
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
統
治
機
構
に
関
す
る
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
、

し
か
も
、
準
備
期
間
が
一
カ
月
と
い
う
短
期
間
し
か
な
か
っ
た
こ
と
も
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
o

第
二
に
、
抽
象
的
な
寸
権
利
の
宣
言
」

に
対
し
て
、
具
体
的
な
統
治
機
構
を
定
め
た
「
憲
法
」
の
方
が
、
関
係
者

の
直
接
的
な
利
害
に
か
か
わ
る
た
め
、
も
と
も
と
保
守
派
、
中
間
派
が
多

数
を
占
め
る
革
命
協
議
会
で
は
、
現
行
の
制
度
を
大
幅
に
変
更
し
よ
う
と

す
る
気
運
が
弱
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
「
憲
法
」
が
ど
の
よ
う
に
統
治
機
構
に
つ
い
て
規
定
し
て

い
た
の
か
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
政
府
機
構
全
体
を
概
観
し
て
三
点
ほ
ど
か
い

つ
ま
ん
で
そ
の
特
徴
を
指
摘
し
た
い
。

(
7
)
 

〈
表

2
Vは
、
立
法
、
行
政
、
司
法
の
各
部
門
に
つ
い
て
ヴ
ア
ジ
ニ
ア

憲
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
内
容
の
概
要
で
あ
る
。

第
一
に
、
立
法
部
が
、
知
事
、
行
政
参
議
会
、
各
裁
判
所
の
裁
判
官
を

含
め
官
職
者
の
選
任
権
お
よ
び
弾
劾
権
を
行
使
で
き
、
三
部
門
の
中
で
最

も
強
大
な
権
限
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
行
政
部
は
、
ほ
と
ん

ど
の
場
合
、
知
事
の
決
定
に
行
政
参
議
会
の
助
言
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
、
知
事
は
従
来
総
管
が
行
使
し
て
き
た
立
法
に
対
す
る
拒
否
権
や

議
会
の
召
集
、
閉
会
お
よ
び
解
散
権
を
も
た
ず
、
知
事
の
権
限
が
弱
め
ら

(8) 

れ
て
い
る
。
こ
の
「
憲
法
」
で
構
想
さ
れ
た
立
法
部
優
位
の
体
制
は
、
長

期
的
に
み
る
と
、
植
民
地
時
代
、
国
王
が
任
命
す
る
総
督
の
権
力
を
植
民

地
議
会
が
侵
食
し
て
き
た
過
程
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
に
は

人
々
の
記
憶
に
新
し
い
ダ
ン
モ
ア
総
督
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
本
国
政
府
の
悪

(
9
)
 

政
に
由
来
し
て
い
る
。
ま
た
、

E
y
a
A
¥
C
S
Gぬ
ミ
ま
室
の
編
者
で
あ
る

ラ
ッ
ト
ラ
ン
ド
(
河

D
Zユ
〉
・
河
口
己
自
己
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
起
草
者

の
ジ
ョ
ー
ジ
・
メ

l
ソ
ン
が
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク

C
C
F
ロ
F
2
r
巾
)
の
司
統

北法45(1-2・111)111



〈表2) ヴアジニア憲法:三部門の概要

研究ノート

構 成 期選任/選出方法 任

立

l 各カウンティ 2名
下院 | 

I /特別地区各1名
(代議院lI 

l 総計150-160名

24の選挙区

選挙区各1名

総計24名

(定足数13名)

法

部
上院

1年間

直接選挙

4年間

(毎年1/4交替)

11 知事

1年間

l名 I (2回再選可、但し 3年間

在職後4年間再選禁止)

両院の合同投票 I 3年間
8名 I (毎年1/4交替)

(定足数4名)I I /任期終了後3年以上

政
{補佐機関}

州行政参議会

(枢密院)

{中央機関)a 

各裁判官

部

-最高裁判所 (theSupreme 

再選禁止)

[a¥こ関して]

両院の合同投票 |重大な罪禍なき限り

死亡・失格・辞任の|終身

う

以

名

、

"

が

釦

川

描

]

似

事

議

で

日

て

が

知

参

下

任

し

事

は

政

の

同

月

関

知

合
行
一
一
一
酉
※
に
※

場

『

助

下

p

比
山
①

vd
、jj

、、，F

、、J
'

d
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司
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カウンティ裁判所

①治安判事 (]ustices 01 

the Peacel 

q保安官 (Sherifl s) 

②検死官 (Coroners)

@検察吏 (Constables)

書記

(カウンティ裁判所

の推薦に基づき)

②各裁判所が指名

し、※知事が任命

③治安判事による

任命

*各裁判所の書記は

それぞれの裁判所

の裁判官が任命
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構成員の資格(被選挙権) 権 限

現に居住する *法案の先議権は下院が有し、上院は

立
下院

自由土地所有者 財政法案に関して修正権を有さない

/法律上の適格者 *両議院とも各議会の延会権を有する

{両議院による合同投票によって}

-知事の選出

法 -各裁判所の裁判官、書記官、法務長官

の指名
イシ

上院
加えて25歳以上

-出納局長の任命・大陸会議の代表選出

-大陸会議の代表選出

部 *代議院は知事、裁判官、官職者の

弾劾裁判権をもっ

{※〉での知事の権限

知事 特に記載なし -政府の行政権の執行

11 -刑の執行、延期ないし恩赦の権限

(但し、当該刑事訴追が代議院で行われた

場合もしくは法律が別に定めてい

州行政参議会 両議院の議員 る場合は除外)

/人民 -知事は会期中議会の停会、延会及び解散

政
権も有さないが、必要な場合には※もし

くは代議院の過半数の申請に基づいて、

停会ないし議会を召集できる

-民兵の将校の任命、停職権

(カウンティ裁判所の勧告に基づき)

-民兵の部隊の編成権

部 -各裁判所の裁判官、書記官、法務官、

治安判事の任命権

*民兵の指揮権(知事単独の権限)

司

法 特に記載なし 特に記載なし

部

[備考]

(l)選挙権は現行通りとする

(2)憲法改正手続きについて記載なし
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研究ノート

治
論
』
や
ジ
ョ
ン
・
ト
レ
ン
チ
ャ

l
ド

C
畠
口
、
『
2
ロ
岳
山
『
己
)
と
ト
マ
ス
・

ゴ
ー
ド
ン
(
吋
吉
田
訟
の

D
E
S
)
の
『
カ
ト

l
の
手
紙
』
か
ら
思
想
的
影

響
を
受
け
て
お
り
、
「
人
民
」
の
意
見
を
反
映
す
る
場
と
し
て
立
法
部
を

三
部
門
の
中
で
優
位
に
位
置
付
け
た
点
も
、
も
ち
ろ
ん
無
視
で
き
な
い
だ

(m) 

ろ
う
。第

二
に
、
司
法
制
度
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
官
職

者
の
選
任
方
法
に
つ
い
て
若
干
規
定
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
特
に
、

植
民
地
時
代
、
地
方
政
治
の
中
心
で
あ
り
、
司
法
、
行
政
、
立
法
の
三
役

を
担
っ
て
き
た
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
に
つ
い
て
も
官
職
者
の
任
命
方
法
に

触
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
憲
法
」
は
、
植
民
地
時
代
プ

ラ
ン
タ
ー
が
そ
の
官
職
を
独
占
し
、
プ
ラ
ン
タ

l
の
支
配
秩
序
を
地
方
レ

ベ
ル
か
ら
支
え
て
き
た
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど
言
及
し

な
い
こ
と
で
、
様
民
地
時
代
の
支
配
秩
序
を
温
存
さ
せ
て
い
た
と
い
っ
て

よ
い
。第

三
に
、
選
挙
権
に
つ
い
て
は
現
行
通
り
と
さ
れ
、
植
民
地
議
会
選
挙

の
際
に
運
用
さ
れ
て
い
た
一
七
三
六
年
の
選
挙
法
が
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
選
挙
法
は
、
有
権
者
の
財
産
資
格
を
「
家
屋
と
と
も
に
二

五
エ
ー
カ
ー
の
プ
ラ
ン
テ

l
シ
ヨ
ン
を
所
有
し
て
い
る
か
、
未
開
拓
で
あ

れ
ば
一

O
O
エ
ー
カ
ー
の
土
地
を
所
有
し
て
い
る
自
由
土
地
所
有
者
か
、

ま
た
は
、
市
街
地
居
住
者
で
あ
れ
ば
、
宅
地
を
所
有
す
る
自
由
土
地
所
有

(
日
)

者
」
と
規
定
し
て
い
た
。
し
か
も
、
黒
人
、
ム
ラ

l
ト
お
よ
び
女
性
が
排

除
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
当
時
は
、
宗
教
上
の
不
適
格
条
項
も
存
続
し
て
お

り
、
「
憲
法
」
が
一
七
三
六
年
の
選
挙
法
を
採
用
し
た
こ
と
は
、
革
命
が

ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
政
治
社
会
の
構
成
員
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
で

(ロ)

は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

北法45(1-2・114)114 

こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
「
権
利
の
宣
言
」
、
「
憲
法
」
は
共
に
、

植
民
地
時
代
支
配
階
級
を
構
成
し
て
い
た
プ
ラ
ン
タ

l
を
主
体
と
す
る
共

和
政
治
の
統
治
原
理
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
革
新
的

な
内
容
の
「
権
利
の
宣
言
」
で
す
ら
、
第
一
条
の
審
議
の
段
階
で
「
す
べ

て
の
人
間
は
生
来
等
し
く
自
由
か
つ
独
立
し
て
お
り
」
の
「
す
べ
て
の
人

間
」
の
中
に
黒
人
奴
隷
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
は
確
認
済
み
の
事
実
で
あ
っ

(
日
)

た
。
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
統
治
機
構
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
既
存
の
統
治

制
度
を
大
幅
に
変
更
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
旧
制
度
と
新
制
度

と
の
連
続
性
は
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
革
命
が
植
民
地
時
代
の
支
配
秩
序
の
多
く

を
維
持
し
た
ま
ま
、
領
土
外
に
い
た
君
主
の
存
在
を
排
除
す
る
こ
と
で
「
君

主
政
か
ら
共
和
政
」
へ
の
移
行
を
果
た
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ

ろ、っ。斎
藤
田
呉
氏
は
、
「
君
主
政
か
ら
共
和
政
」
へ
の
転
換
が
、
ア
メ
リ
カ
人
の

問
で
、
一
部
の
国
王
派
、
親
英
派
を
除
き
、
そ
れ
ほ
ど
抵
抗
な
し
に
受
け

入
れ
ら
れ
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
制
度
と
し
て
の
君
主



政
は
存
在
し
て
い
た
に
せ
よ
、
君
主
自
体
は
植
民
地
時
代
を
通
じ
て
不
在

君
主
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
求
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
・
:
君
主
政
と
は

アメリカ革命後の統治機構改革

ア
メ
リ
カ
諸
植
民
地
の
内
政
に
関
す
る
限
り
名
目
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、

そ
こ
に
あ
っ
た
の
は
実
質
的
に
は
共
和
政
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

(U) 

ょ
う
」
と
。
斎
藤
氏
の
指
摘
は
、
そ
の
ま
ま
ヴ
7
ジ
ニ
ア
に
お
い
て
も
妥

当
す
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
革
命
で
総
称
さ
れ
る
と
は
い
え
、

ヴ
ア
ジ
ニ
ア
革
命
で
成
立
し
た
共
和
政
の
内
実
は
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
エ
ニ
ア

の
場
合
の
よ
う
に
民
衆
を
包
括
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
、
つ
ま

り
、
支
配
階
級
の
入
れ
替
わ
り
が
生
じ
な
か
っ
た
と
い
う
点
が
、
ヴ
ア
ジ

ニ
ア
革
命
の
特
徴
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
植
民
地
時
代
か
ら
、

既
に
、
プ
ラ
ン
タ
ー
に
よ
る
広
範
な
自
治
が
行
わ
れ
て
い
た
ヴ
ア
ジ
ニ
ア

に
お
い
て
は
、
革
命
後
も
植
民
地
時
代
の
統
治
機
構
が
存
続
し
て
い
た
と

い
‘
え
よ
、
っ
。

法
律
改
正
委
員
会

(
二
法
律
改
正
委
員
会
の
創
設

革
命
後
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
で
は
、
従
来
の
統
治
機
構
を
改
革
す
る
新
た
な
動

き
が
あ
ら
わ
れ
る
。
現
行
の
法
制
度
を
改
革
す
る
た
め
一
七
七
六
年
一

O

月
に
始
ま
る
第
一
回
州
議
会
に
お
い
て
、
法
律
改
正
委
員
会
が
創
設
さ
れ

た。
法
律
改
正
委
員
会
の
創
設
を
定
め
た
法
律
の
前
文
に
お
い
て
、
こ
の
法

律
改
正
の
意
義
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
の
国
の
政
体
に

必
要
で
あ
っ
た
最
近
の
変
革
に
応
じ
て
、
今
ま
で
有
効
で
あ
っ
た
法
律
群

に
つ
い
て
も
変
化
に
対
応
す
る
改
革
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

そ
の
法
律
の
多
く
は
現
在
の
政
府
の
権
限
に
適
合
し
な
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
他
の
法
律
は
、
共
和
主
義
の
精
神
と
異
質
な
原
理
に
基
付
い

て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
革
命
以
前
、
長
期
に
わ
た
っ
て
人
民
に
圧
政

的
で
あ
り
、
君
主
制
が
存
続
し
て
い
る
限
り
、
決
し
て
撤
回
さ
れ
え
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
我
々
の
祖
先
が
イ
ギ
リ
ス
に
い
た
頃
に
そ

の
起
源
を
も
っ
法
律
は
、
現
在
の
我
々
の
時
代
や
環
境
状
況
に
十
分
適
合

し
え
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
統
治
体
制
の
変
化

(
I
)
 

に
応
じ
て
従
来
と
は
異
な
る
一
定
の
法
律
群
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
」
。

一
一
月
五
日
、
議
会
は
こ
の
作
業
を
遂
行
す
る
た
め
委
員
会
の
委
員
に
、

「
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
憲
法
」
の
前
文
お
よ
び
「
独
立
宣
言
」
の
起
草
者
で
あ
り
、

寸
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
憲
法
」
作
成
時
、
か
な
り
革
新
的
な
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
憲
法
草

(2) 

案
を
提
出
し
て
い
た
ト
マ
ス
・
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
革
命
政
府

の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
し
た
エ
ド
モ
ン
ド
・
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
、
「
独
立

宣
言
」
の
署
名
者
で
も
あ
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ィ
ズ
(
の

g
『
喝
岩
三
『
巾
)
、

ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
「
権
利
の
宣
言
」
と
「
憲
法
」
を
起
草
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
・

北法45(1-2・115)115 
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メ
l
ソ
ン
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
「
権
利
の
宣
言
」
の
一
部
を
起
草
し
た
ト
マ

ス
・
ラ
ド
ウ
エ
ル
・
リ

1
2
Zヨ
g
F
E君
主
宮
内
)
の
五
人
を
任
命
し

た
。
五
人
の
う
ち
、
メ

l
ソ
ン
と
リ
ー
を
除
い
て
三
人
が
法
律
家
で
あ
っ

--。
手'ハ

法
律
改
正
委
員
会
は
、
作
業
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
が

主
張
し
た
「
既
存
の
法
制
度
を
全
般
的
に
廃
止
し
て
、
新
た
に
完
全
な
制

度
を
準
備
す
る
」
方
法
は
と
ら
ず
、
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
が
主
張
し
た
「
全
般

的
な
制
度
を
保
全
し
そ
れ
を
現
在
の
状
況
に
あ
わ
せ
て
改
正
す
る
」
方
法

を
選
択
し
た
。
全
般
的
な
法
制
度
の
改
正
は
か
な
り
労
力
を
要
す
る
作
業

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
新
制
度
が
定
着
す
る
ま
で
の
混
乱
に
鑑
み
て
、
結

局
、
後
者
の
方
向
に
落
ち
着
い
た
こ
と
が
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
の
自
伝
で
明
ら

(
3
)
 

か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
点
の
改
正
作
業
に
つ
い
て
『
ヴ
ア
ジ
ニ

ア
覚
え
書
』
の
中
で
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
は
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
「
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
、
こ
の
改
正
の
基
礎
に
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
整
理
し
て
一
つ
の
本
文
に
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
こ
と
は
、
危
険

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
在
来
の
記
録
の
中
か

ら
集
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
コ
モ
ン
・
ロ

l
の
う
ち
で
改
正
が

必
要
な
部
分
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
法
律
全
部
お
よ
び
植
民
地
議
会
の
法
律
の

中
で
残
し
て
お
く
の
が
適
当
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
と
が
、
一
二
六

の
新
法
律
に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
た
が
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
危
険
の
な
い

(
4
)
 

限
り
、
文
体
を
単
純
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
」
。
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(
二
)
法
律
改
正
委
員
会
の
報
告
書
|
|
一
一
一
六
の
改
正
法
案

当
初
五
人
で
始
動
し
た
法
律
改
正
委
員
会
は
約
三
年
後
の
一
七
七
九
年

六
月
一
八
日
に
、
二
一
六
の
改
正
法
案
を
盛
り
込
ん
だ
報
告
書
を
議
会
に

提
出
し
た
。
提
出
ま
で
の
聞
に
、
五
人
の
委
員
の
う
ち
、
ト
マ
ス
・
ラ
ド

ウ
エ
ル
・
リ

l
は
一
七
七
八
年
に
死
去
し
て
お
り
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
メ

1
ソ

ン
は
、
健
康
状
態
の
悪
化
と
法
律
実
務
に
明
る
く
な
い
と
の
理
由
で
任
期

途
中
で
辞
任
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
法
律
改
正
作
業
は
、
ジ
エ
フ
ア
ソ

ン
を
主
導
と
し
て
三
人
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
下
院
議
長
ベ
ン
ジ
ャ
ミ

ン
・
ハ
リ
ソ
ン
(
回
S
E
E
S
国
民
三
回
。
ロ
)
に
あ
て
た
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
、

(
5
)
 

ウ
イ
ズ
連
名
の
手
紙
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

Q

さ
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
法
律
改
正
作
業
は
、
王
政
下
の
法
律
の
全

般
的
な
改
正
で
は
な
く
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
に
従
っ
て
、
今
ま
で
の
法
律
を

見
直
し
、
現
状
に
あ
わ
せ
て
改
正
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
二
一
六
の
改
正
法
案
が
提
出
さ
れ
て
み
る
と
、
法
律
改

正
委
員
会
の
当
初
の
意
図
に
反
し
て
、
今
ま
で
に
な
い
法
律
の
起
草
が
多

く
含
ま
れ
て
い
る
点
が
関
心
を
引
く
。

改
正
作
業
を
法
律
分
野
毎
に
分
類
整
理
し
た
も
の
が
、
八
表

3
Vで
あ

(
6
)
 

る
。
八
表

3
Vお
よ
び
、
八
資
料

1
Vを
参
照
し
な
が
ら
、
幾
つ
か
の
特
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〈表3) 126の改正法案の法律区分

- ( ):小計，法案番号の下線:1786年10月会期までで成立した法案を示す~

I 公法全般に関して(計83 成立法案数35)

(12)行政組織 3.4.7.9.11.12.14.95.96.98.119.123 
一一 一一

(5) 議会手続き 1. 2.100.121.126 

(n) 司法手続き・組織 90.91.92.93.97.101.102.105.107.116.118 

(6) 財政 18.30.31.34.99.108 

(2) 治安 71.72 

(13) 防衛・戦時法 5.6.8.13.15.16.17.24.33.36.53.67.94 
一一 一一一 一

(5) 国家秩序の基本 54.55.56.63.114 

(3) 教育・文化 79.80.81 

(2) 外交 10.70 

(4) 市民生活 19.46.85.120 

(6) 社会保障・厚生 32.60.61.62.77.78 
一一一一

(3) 運輸 47.48.50 

(3) 海事 37.38.49 

(4) 農林・水産 39.41.42.43 

(4) 商業資格・商業規制 35.45.87.89 

H 刑事法に関して(計21 13) 

(n) 刑事手続き 57.58.59.69.103.104.111.112.113.122.125 
一一 一一 一一一一

(10) 犯罪類型・罰則 25.44.64.65.66.68.73.74.76.88 
一 一 一一一

E 民事法に関して(計18 13) 

(6) 民事訴訟・権利の実現 40.109.110.115.117.124 
一一一一

同 日常の社会生活

-身分法 20.21. 26.86 

-財産法 22.23.27.28.29.52.75.106 
一 一一一一一一

N その他 (計 4; 3) 

(3) 宗教 82.83.84 

(1) 奴隷 51 

(総計 126 64) 
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微
を
指
摘
し
た
い
。
ま
ず
第
一
に
、
法
律
改
正
内
容
が
多
岐
多
様
な
こ
と

で
あ
る
。
各
改
正
分
野
は
、
公
法
全
般
、
刑
事
法
、
民
事
法
、
宗
教
、
奴

隷
に
関
す
る
分
野
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
る
。
ま
た
、
最
も
改
正
項
目
の
多

い
公
法
分
野
で
は
政
府
組
織
、
防
衛
か
ら
社
会
保
障
・
厚
生
に
至
る
ま
で

よ
く
目
が
行
き
届
い
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
防
衛
項
目
で
は
、
法
案
番
号

8
の
戦
争
委
員
会
の
設
立
、
法
案
番
号
担
、
お
(
以
下
「
法
案
番
号
」
を

省
略
し
番
号
の
み
表
記
)
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
財
産
没
収
に
関
し
て
な
ど
戦

時
法
関
連
が
四
法
案
含
ま
れ
て
い
る
の
が
、
当
時
の
時
勢
を
よ
く
反
映
し

て
い
る
。

第
二
の
特
徴
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
統
治
機
構
か
ら
行
政
全
般
に
つ
い

て
定
め
た
公
法
分
野
の
改
革
が
、
群
を
抜
い
て
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
改
正
法
案
の
全
体
に
占
め
る
割
合
は
、
公
法
分
野
が
六
五
・

八
パ
ー
セ
ン
ト
、
刑
事
法
分
野
が
二
ハ
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
民
事
法
分
野

が
一
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
の
他
が
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
に
、
各
改
正
分
野
に
共
和
政
の
根
幹
に
か
か
わ
る
法
案
な
い
し
、

重
要
な
法
案
が
含
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
既

存
の
改
正
に
と
ど
ま
ら
ず
、
今
ま
で
に
な
い
法
律
の
起
草
が
各
分
野
に
配

さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

I
の
公
法
全
般
で
は
、
河
出
の
教

育
関
連
法
案
、
部
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
の
改
革
、

H
の
刑
事
法
分
野
に

お
い
て
は
、
制
の
刑
法
改
革
、
田
の
民
事
法
分
野
に
お
い
て
は
却
、
幻
の

相
続
制
度
改
革
、
そ
し
て
、
町
山
の
そ
の
他
に
お
い
て
は
、
む
の
信
教
の
自

由
を
確
立
す
る
法
案
お
よ
び
日
の
奴
隷
関
連
法
案
で
あ
る
。

最
後
に
、
第
四
の
特
徴
は
、
二
一
六
の
改
正
法
案
が
、
一
貫
し
た
共
和

国
観
を
基
に
企
画
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
一
貫
し
た
共
和
国
観
の

支
柱
に
な
る
の
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
君
主
政
か
ら
共
和
政
」
へ
の
転

換
で
あ
る
。
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繰
り
返
し
に
な
る
が
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
は
、
統
治
体
制
の
頂
点
に
立
っ
て

い
た
君
主
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
革
命
を
達
成
し
た
。
し
か
し
、
植
民
地

時
代
の
支
配
層
で
あ
っ
た
プ
ラ
ン
タ

i
が
、
革
命
の
担
い
手
で
あ
り
、
革

命
後
も
植
民
地
時
代
と
大
差
の
無
い
新
政
府
を
運
営
し
て
い
た
の
が
当
時

の
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
法
律
改
正
委
員
会
は
、
二

つ
の
方
法
で
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
お
い
て
共
和
主
義
革
命
を
実
現
さ
せ
よ
う

と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
お
い
て
君
主
政
の
残
存
制
度
を
一
掃
す
る
、

他
方
で
社
会
の
不
平
等
を
是
正
し
、
有
徳
な
市
民
を
担
い
手
と
し
た
政
治

社
会
を
形
成
す
る
た
め
の
基
盤
整
備
を
行
う
。
前
者
の
君
主
政
下
の
残
存

制
度
の
一
掃
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
、
回
「
信
教
の
自
由
を
確
立
す
る

法
案
」
で
提
案
さ
れ
た
公
定
宗
教
制
度
の
廃
止
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
後

者
の
新
た
な
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
は
、
市
民
を
取
り
巻
く
環
境
を
平
等

化
す
る
た
め
に
提
出
さ
れ
た
却
「
法
定
相
続
過
程
を
定
め
る
法
案
」
、
幻
「
遺

言
等
に
関
す
る
法
案
」
と
、
共
和
政
存
続
の
基
盤
で
あ
る
市
民
の
質
を
高
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め
る
こ
と
を
意
図
し
た
乃
「
知
識
の
よ
り
広
範
な
普
及
を
求
め
る
法
案
」

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
初
、
幻
は
、
長
子
・
限
嗣
相
続
を
廃
止
し
、
均
等
な

相
続
制
度
を
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
大
プ
ラ
ン
タ
ー

を
生
み
出
す
家
父
長
制
度
を
是
正
し
、
平
等
な
市
民
社
会
を
創
り
出
す
こ

(
7
)
 

と
を
意
図
し
て
い
た
。
ま
た
、
河
「
知
識
の
よ
り
広
範
な
普
及
を
求
め
る

法
案
」
は
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
お
い
て
初
等
・
中
等
・
高
等
教
育
機
関
を
整

備
し
、
一
貫
し
た
教
育
制
度
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
教
育
に
か
か

る
費
用
を
一
部
共
和
国
が
肩
代
わ
り
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
い
わ
ば
、

ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
公
教
育
制
度
を
設
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
和
国
の
将

来
を
担
う
市
民
を
育
成
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
従
来
、

私
費
あ
る
い
は
慈
善
で
行
わ
れ
て
い
た
教
育
を
公
費
で
賄
う
こ
と
に
よ
っ

て
広
く
一
般
大
衆
の
見
識
を
高
め
、
か
っ
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
人
材
を

求
め
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
次
に
、
公
定
宗
教
制
度
の
廃
止
に
伴
う
一
連
の
制
度
改
革
と
そ
の

意
義
を
確
認
し
、
後
者
の
共
和
主
義
改
革
に
収
敬
さ
れ
る
過
程
を
考
察
す

る。

(
三
)
ト
マ
ス
・
ジ
エ
フ
7

ソ
ン
の
共
和
国
構
想

回
寸
信
教
の
自
由
を
確
立
す
る
法
案
」
は
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
お
い
て
政

教
の
分
離
を
確
立
し
公
定
宗
教
制
度
を
廃
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
植
民
地

時
代
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
政
治
秩
序
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
公
定
宗
教
制

度
を
廃
止
す
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
伝
統
的
な
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
社
会

に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
、
」
と
に
な
る
。

植
民
地
時
代
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
地
方
政
治
は
、
実
質
的
に
、
各
カ
ウ
ン
テ

ィ
の
裁
判
所
と
、
そ
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
内
に
幾
っ
か
設
け
ら
れ
て
い
た
英
国

国
教
会
の
教
区
が
担
っ
て
い
た
。
各
教
区
の
運
営
は
そ
の
住
民
か
ら
の
十

分
の
一
税
で
支
え
ら
え
て
お
り
、
住
民
か
ら
選
出
さ
れ
た
終
身
の
教
区
委

員
が
宗
教
活
動
の
他
、
行
政
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
ア
イ
ザ
ッ
ク

(
2
3

]
印
回
国
円
)
は
、
教
区
委
員
に
つ
い
て
、
「
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
の
官
職
と
同

様
に
教
区
委
員
は
支
配
階
級
の
構
成
員
か
ら
成
り
、
彼
ら
は
無
給
で
奉
仕

し
、
空
席
が
生
じ
る
と
支
配
階
級
内
部
の
互
選
で
補
充
し
て
い
た
」
と
、

(8) 

述
べ
て
い
る
。

具
体
的
に
教
区
委
員
は
、
聖
職
者
の
雇
用
と
給
与
の
支
給
、
教
会
・
教

会
牧
師
館
・
教
会
所
属
耕
地
の
維
持
管
理
と
い
っ
た
教
会
事
務
に
加
え
て
、

貧
民
の
救
済
、
徴
税
活
動
、
私
生
児
・
浮
浪
者
の
保
護
、
土
地
の
登
録
作

業
を
任
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
聖
職
者
は
、
本
職
の
ほ
か
に
、
教
区
内
の

出
生
・
死
亡
・
結
婚
等
の
人
口
台
帳
を
管
理
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
教

区
に
お
い
て
、
有
料
で
中
等
レ
ベ
ル
の
教
育
を
提
供
す
る
と
と
も
に
貧
困

(9) 

者
の
子
弟
を
対
象
と
し
た
慈
善
学
校
も
開
校
し
て
い
た
。
教
区
組
織
の
活

動
は
、
ヵ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
の
業
務
を
補
完
し
、
地
域
に
密
着
し
て
プ
ラ
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ン
タ

l
の
支
配
秩
序
を
支
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
法
律
改
正
委
員
会
が
、
公
定
宗
教
制
度
の
廃
止
を
意
図
す
る
位

を
提
出
し
た
背
景
に
つ
い
て
、
説
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
革
命
後
イ
ギ
リ
ス
か
ら
独
立
し
た
国
が
英
国
国
教
会
を
公
定
宗

教
と
す
る
こ
と
の
制
度
的
不
合
理
性
が
第
一
の
理
由
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

ま
た
第
二
に
、
君
主
制
か
ら
共
和
制
へ
の
移
行
に
伴
う
制
度
的
必
然
性
に

加
え
て
、
革
命
期
、
英
国
国
教
会
の
関
係
者
の
多
く
が
独
立
に
反
対
す
る

王
党
派
に
属
し
た
こ
と
も
、
そ
の
理
由
に
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
当
時

の
指
導
者
た
ち
が
、
単
純
に
「
革
命
H
公
定
宗
教
制
度
の
廃
止
」
に
結
び

付
い
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
革
命
の
文
脈
と
は
別
の
観
点

か
ら
、
ヴ
7
ジ
ニ
ア
の
宗
教
事
情
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
そ
れ
は
当
然
一
七
七
六
年
の
「
権
利
の
宣
言
」
の
中
に
第
一
六
条
の

信
教
の
自
由
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

植
民
地
時
代
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
お
い
て
は
、
英
国
国
教
会
す
な
わ
ち
監
督

派
教
会
(
円
吉
何
吉
田

g
u巴
吉
田
)
の
他
に
、
長
老
派
(
門

Z
H
4
2
5
5・3
ロ)、

洗
礼
派
(
己
完
∞
名
門
戸
田
豆
、
ル
タ

l
派
(
己
お
「

E
Z
Eロ
帥
)
、
ク
ウ
エ
ー
カ
ー

派
(
同

z
c
s
r
q
M
)
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
(
円
F
m

富
市
門
吉
全
日
門
印
)
の
各
宗
派

が
み
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
、
ル
タ

1
派
、
ク
ウ
エ
ー
カ
ー
派
は
少
数
で
、

メ
ソ
ジ
ス
ト
派
は
数
こ
そ
多
か
っ
た
が
監
督
派
の
一
部
を
な
し
て
い
た
。

英
国
国
教
会
の
地
位
を
揺
る
が
す
他
宗
派
の
動
き
は
、

研究ノート

一
七
回

O
年
以
降

顕
著
に
な
る
。
そ
の
第
一
波
を
な
す
の
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
ア
イ
ル
ラ

(
凶
)

ン
ド
系
の
長
老
派
教
徒
の
増
大
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
七
六

0
年
代
以

降
は
分
離
洗
礼
派
教
徒

(
p
m
e
E
E
Z
E匂
5
3
以
後
、
分
離
派
)
の

爆
発
的
な
増
加
が
み
ら
れ
る
。
分
離
派
は
、
プ
ラ
ン
タ

l
の
享
楽
主
義
的

な
生
活
様
式
と
対
立
す
る
福
音
主
義
に
根
差
し
た
質
素
で
倹
約
的
な
生
活

様
式
を
体
現
す
る
宗
派
で
あ
っ
た
。
一
七
六
九
年
の
時
点
で
、
ヴ
ア
ジ
ニ

ア
に
七
つ
ほ
ど
し
か
な
か
っ
た
分
離
派
教
会
は
、
一
七
七
四
年
一

O
月
に

は
五
四
を
数
え
る
ま
で
に
拡
大
し
、
英
国
国
教
徒
が
優
勢
で
あ
っ
た
ピ
|

ド
モ
ン
ト
か
ら
沿
岸
部
に
ま
で
信
徒
を
も
つ
に
至
っ
て
い
た
。
一
七
七
二

年
ま
で
に
、
分
離
派
教
徒
は
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
人
口
の
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
に

ま
で
上
っ
て
い
る
。
ま
た
、
分
離
派
の
布
教
活
動
は
、
独
立
自
営
農
民
、

小
プ
ラ
ン
タ
ー
だ
け
で
な
く
、
黒
人
奴
隷
も
対
象
と
し
て
お
り
、
奴
隷
所

有
を
基
盤
と
す
る
プ
ラ
ン
タ

l
の
支
配
体
制
を
脅
か
す
運
動
に
な
っ
て
い

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
分
離
派
の
聖
職
者
お
よ
び
教

徒
は
し
ば
し
ば
ど
ん
な
非
国
教
徒
も
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
激
し
い
弾
圧

の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
「
権
利
の
宣
言
」
に
公
定
宗
教
制
度
の
廃
止
を

盛
り
込
も
う
と
し
た
ジ
エ
イ
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン

C
印
B
g
玄
白
色
回
目
。
ロ
)
は
、

一
七
七
四
年
友
人
に
あ
て
た
書
簡
の
中
で
近
隣
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
に
住
む
分

(
日
)

離
派
教
徒
が
宗
教
上
の
理
由
で
投
獄
さ
れ
た
事
実
を
伝
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
宗
教
的
迫
害
を
受
け
て
い
た
分
離
派
教
徒
は
、
他
の
非
国
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教
徒
と
同
様
に
本
国
の
宗
教
的
寛
容
法
を
自
派
に
対
し
て
も
適
用
し
て
く

れ
る
よ
う
求
め
る
嘆
願
書
を
一
七
七

O
年
以
降
植
民
地
議
会
に
何
度
も
提

出
し
て
い
た
。
分
離
派
か
ら
の
要
求
は
一
七
七
二
年
の
寛
容
法
制
定
に
結

び
付
く
が
、
そ
れ
は
本
国
の
法
律
に
比
べ
制
約
的
な
内
容
だ
っ
た
た
め
、

分
離
派
の
み
な
ら
ず
長
老
派
か
ら
も
反
発
を
招
く
結
果
と
な
っ
た
。
結
局
、

新
法
は
議
会
と
総
督
と
の
対
立
で
施
行
が
延
期
さ
れ
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
政

治
情
勢
の
変
化
も
加
わ
っ
て
一
度
も
施
行
さ
れ
る
こ
と
な
く
廃
案
に
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
と
の
戦
争
を
戦
、
つ
た
め
に
一
七
七
五

年
の
革
命
協
議
会
は
、
戦
争
協
力
を
積
極
的
に
申
し
出
た
八
月
一
六
日
付

け
の
分
離
派
か
ら
の
声
明
文
に
応
え
て
、
非
国
教
派
の
聖
職
者
に
よ
る
兵

士
へ
の
布
教
活
動
を
認
め
る
決
議
を
採
択
し
た
。
こ
の
決
議
に
よ
っ
て
実(ロ)

質
的
に
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
お
い
て
宗
教
的
寛
容
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た。
英
国
国
教
会
の
独
占
的
地
位
に
対
抗
す
る
他
宗
派
の
台
頭
、

年
以
降
に
み
ら
れ
た
非
国
教
派
の
革
命
協
力
を
背
景
に
し
て
、
当
時
の
政

治
指
導
者
の
間
で
、
各
宗
派
の
存
在
を
認
め
か
つ
尊
重
す
る
政
治
的
配
慮

が
働
い
て
い
た
こ
と
が
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
「
権
利
の
宣
言
」
第
二
ハ
条
を
生

み
出
し
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
後
に
、
ジ
エ
フ
7

ソ
ン
が
い
み
じ
く

も
、
「
議
会
の
多
数
は
国
教
徒
で
あ
る
の
に
対
し
、
議
会
外
の
多
数
は
非

(
日
)

国
教
徒
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
公
定
宗
教
制
度
の
廃
止
を

一
七
七
五

「
権
利
の
宣
言
」
の
中
に
規
定
す
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
っ
た
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。

と
は
い
え
、
独
立
後
、
徐
々
に
公
定
宗
教
制
度
の
一
部
を
解
体
す
る
動

き
が
議
会
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
七
七
六
年
の
第
一
回

州
議
会
で
聖
職
者
の
給
与
を
定
め
る
法
律
が
停
止
さ
れ
、
一
七
七
九
年
に

は
完
全
に
廃
止
さ
れ
た
。
非
国
教
徒
は
か
な
り
早
い
時
期
に
、
英
国
国
教

会
を
支
え
る
納
税
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
納
税
の
免
除
以

外
に
お
い
て
も
、
一
七
八

O
年
の
法
律
で
は
、
他
宗
派
の
聖
職
者
で
も
結

(
H
H
)
 

婚
式
が
執
り
行
え
る
よ
う
規
定
が
変
更
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
区

委
員
が
一
七
七
七
年
一
月
一
日
以
前
に
課
さ
れ
て
い
た
法
的
義
務
を
遂
行

す
る
た
め
に
、
引
き
続
き
教
区
住
民
に
課
税
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い

(
日
)

た。
こ
の
よ
う
な
公
定
宗
教
制
度
を
め
ぐ
る
一
連
の
動
き
の
中
で
、
最
も
重

要
な
の
が
回
の
法
案
で
あ
っ
た
。
同
法
案
は
、
事
実
上
、
王
領
植
民
地
時

代
の
名
残
で
あ
る
公
定
宗
教
制
度
を
廃
止
し
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
お
い
て
政

教
分
離
を
確
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
別
の
見
方
を

す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ヵ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
と
と
も
に
プ
ラ
ン
タ

l
の
支
配

秩
序
を
支
え
て
い
た
教
区
制
度
を
廃
止
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、

教
区
の
廃
止
は
、
従
来
、
小
行
政
区
と
し
て
地
方
行
政
を
担
っ
て
き
た
教

区
の
役
割
を
い
か
に
処
理
す
る
か
と
い
う
問
題
を
生
ぜ
し
め
、
実
質
的
に
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は
、
一
七
七
六
年
の
「
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
憲
法
」
で
手
付
か
ず
の
ま
ま
に
さ
れ

て
い
た
、
地
方
政
治
制
度
改
草
に
乗
り
出
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

法
律
改
正
委
員
会
は
、
教
区
廃
止
後
、
教
区
委
員
が
担
当
し
て
い
た
業

務
を
各
カ
ウ
ン
テ
ィ
内
に
新
た
に
設
置
す
る
参
事
官

E
E巾
『
呂
田
口
)
に

委
ね
、
そ
の
補
佐
官
と
し
て
、
各
カ
ウ
ン
テ
ィ
内
に
新
た
に
設
定
さ
れ
た

小
行
政
区
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
(
宮
口
骨
邑
)
の
課
税
査
定
官

5
8
2
8『)

を
起
用
す
る
構
想
を
打
ち
出
し
た
。
参
事
官
の
選
出
お
よ
び
カ
ウ
ン
テ
ィ

裁
判
所
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
回
の
「
治
安
判
事
お
よ
び
カ
ウ
ン
テ
ィ

裁
判
所
を
設
立
す
る
法
案
」
等
で
定
め
て
い
た
。
回
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
カ

ウ
ン
テ
ィ
で
選
出
さ
れ
た
参
事
官
が
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
治
安
判
事
を
指
名

す
る
と
規
定
し
て
い
た
。
治
安
判
事
は
七
名
以
上
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、

誠
実
で
有
識
で
あ
り
か
っ
思
慮
分
別
の
あ
る
人
物
と
さ
れ
、
保
安
官
、
治

(
凶
)

安
判
事
の
書
記
お
よ
び
宿
屋
経
営
と
の
兼
職
を
禁
じ
て
い
た
。
一
七
七
六

年
の
「
憲
法
」
で
は
、
治
安
判
事
の
任
命
は
知
事
が
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所

の
推
薦
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
制
度
で
は
、
事
実
上

人
事
面
に
お
い
て
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
の
意
向
が
反
映
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
終
身
で
あ
り
か
つ
無
給
の
治
安
判
事
に
は
各
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
有
力
プ

ラ
ン
タ

l
が
就
任
す
る
こ
と
に
な
り
が
ち
で
、
五
十
嵐
武
士
氏
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
制
度
は
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
州
政
治
の
特
徴

で
あ
る
「
地
方
名
望
家
と
し
て
の
プ
ラ
ン
タ

l
の
支
配
秩
序
の
根
幹
」
を

(
打
)

な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
法
律
改
正
委
員
会
は
、
治
安
判
事
を
カ
ウ
ン
テ
イ

住
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
官
吏
参
事
官
が
指
名
す
る
よ
う
変
更

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
課
税
・
民
兵
の
召
集
権
を
含
め
て
立
法
、
行
政
、

司
法
の
三
権
に
わ
た
っ
て
大
幅
な
権
限
を
享
受
し
て
き
た
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁

判
所
を
民
主
化
し
よ
う
と
試
み
た
と
い
っ
て
よ
い
。
加
え
て
、
回
は
、
ヵ

ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
の
開
催
日
、
裁
判
手
続
き
お
よ
ぴ
治
安
判
事
の
共
和
国

へ
の
忠
誠
等
を
規
定
し
て
い
た
。
ま
た
、
罪
過
が
あ
れ
ば
治
安
判
事
は
控

(
国
)

訴
裁
判
所
(
わ
O

ロユ
O
『
〉

3
Z
U
)
で
弾
劾
さ
れ
る
手
続
き
も
定
め
て
い
た
。

こ
の
参
事
官
制
度
構
想
の
下
で
、
教
区
委
員
の
活
動
を
代
行
す
る
幾
つ

か
の
法
案
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
従
来
教
区
委
員
が
管
轄
し
て
い
た
貧
民

の
救
済
、
私
生
児
・
浮
浪
者
の
保
護
に
は
参
事
官
が
当
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
住
む
課
税
査
定
官
が
そ
の
地
区
で
の
参
事
官
の
業
務

を
補
佐
す
る
こ
と
を
担
「
貧
困
者
の
援
助
に
関
す
る
法
案
」
で
、
聖
職
者

が
管
理
し
て
い
た
教
区
の
人
口
台
帳
は
、
臼
「
出
生
お
よ
び
死
亡
を
登
録

す
る
法
案
」
で
、
課
税
査
定
官
の
担
当
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
貧
困
児
童

の
教
育
は
、
乃
の
公
教
育
制
度
の
創
設
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
、
同
法
案
に

お
い
て
も
、
毎
年
各
カ
ウ
ン
テ
ィ
で
有
権
者
か
ら
選
出
さ
れ
た
三
名
の
参

事
官
が
、
初
等
、
中
等
学
校
制
度
の
運
営
を
統
括
す
る
内
容
に
な
っ
て
い

(
印
)

た。
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こ
の
よ
う
に
、
法
律
改
正
委
員
会
が
創
設
し
た
参
事
官
は
、
従
来
の
教



区
委
員
の
権
限
を
越
え
る
広
範
囲
な
権
限
を
有
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ

の
参
事
官
制
度
は
単
に
従
来
の
教
区
制
度
に
代
わ
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
、
地
方
政
治
に
お
け
る
プ
ラ
ン
タ

l
の
支
配
秩
序
を
打
破
す
る
た

め
の
積
極
的
な
地
方
政
治
制
度
改
革
と
し
て
捉
え
た
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
位
は
個
人
の
宗
教
問
題
を
越
え
て
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
伝
統
的

な
支
配
秩
序
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
中
核
的
な
法
案
で
あ
っ
た
と
い

、
え
よ
、
っ
。
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さ
て
、
法
律
改
正
委
員
会
の
意
図
し
た
改
革
は
、
君
主
政
下
の
制
度
を

共
和
政
に
適
合
さ
せ
る
と
い
う
当
初
の
意
図
を
超
え
、
新
し
い
共
和
国
建

設
の
た
め
の
制
度
構
想
を
含
ん
で
い
た
。
こ
の
新
制
度
構
想
の
中
心
に
据

え
ら
れ
る
の
が
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
刊
の
法
案
で
あ
っ
た
。
公
教
育

制
度
を
創
設
す
る
「
知
識
の
よ
り
広
範
な
普
及
を
求
め
る
法
案
」
は
、
二

つ
の
側
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
一
面
で
、
前
述
し
て

き
た
よ
う
に
、
公
定
宗
教
制
度
の
廃
止
に
伴
う
一
連
の
改
革
の
中
に
位
置

付
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
公
教
育
法
案
は
他
面
で
、
新
生
共
和
国
の
将
来

を
見
据
え
、
政
治
の
担
い
手
で
あ
る
市
民
を
広
く
共
和
国
規
模
で
育
成
す

る
た
め
、
全
く
新
し
い
制
度
を
創
設
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

乃
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
最
初
の
近
代
的
な
公
教
育
制
度
を
提
案
す

る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
公
教
育
法
案
に
つ
い
て
、
法
案
を

提
出
し
た
ト
マ
ス
・
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
は
、
そ
の
後
『
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
覚
え
書
』

の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
も
っ
と
も
重
要
か
っ
正
当
な
目

的
は
、
人
民
を
自
分
自
身
の
自
由
の
信
頼
し
う
る
保
護
者

l
な
ぜ
な
ら
、

人
民
の
自
由
を
積
極
的
に
守
る
の
は
、
彼
ら
自
身
な
の
だ
か
ら
|
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
彼
ら
人
民
が
そ
の
教
育
の
す
べ

て
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
第
一
段
階
で
の
読
み
方
教
育
は
、
す
で
に
の
べ

た
よ
う
に
、
歴
史
中
心
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
歴
史

は
人
民
に
過
去
の
こ
と
を
知
ら
せ
、
未
来
を
判
断
す
る
力
を
与
え
て
く
れ

る
で
あ
ろ
う
」
と
。
人
民
を
自
分
自
身
の
信
頼
し
う
る
保
護
者
に
す
る
と

い
う
目
的
を
掲
げ
た
背
景
に
は
、
政
治
は
常
に
腐
敗
し
堕
落
し
や
す
い
も

の
で
あ
る
と
い
う
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
自
身
の
認
識
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

寸
い
か
な
る
政
治
も
、
そ
れ
が
人
民
を
支
配
す
る
も
の
だ
け
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
と
き
に
は
、
必
ず
堕
落
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
人
民
自
身
こ
そ
、

政
治
を
安
心
し
て
託
し
う
る
唯
一
の
受
託
者
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼

ら
で
さ
え
も
、
安
全
な
受
託
者
と
な
る
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
ま
で
精
神

(
初
)

を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
た
。
同
様
な
考
え
は
、

(
幻
)

刊
の
前
文
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
公
教
育
を
整
備
す
る

こ
と
で
広
く
一
般
民
衆
の
精
神
を
啓
蒙
す
る
と
同
時
に
、
「
参
政
権
を
人

民
の
中
の
富
裕
な
一
部
の
人
々
に
だ
け
限
定
す
る
」
の
で
は
な
く
、
「
大

衆
の
一
人
一
人
が
主
権
を
分
か
ち
も
つ
よ
う
に
」
参
政
権
を
拡
大
す
る
こ
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(
勾
)

と
に
よ
っ
て
、
政
治
の
腐
敗
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
参
政
権

を
拡
大
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
の
が
、

2
の
「
州
議
会
議
員
の
選
挙
に

関
す
る
法
案
」
で
あ
っ
た
。
同
法
案
は
、
有
権
者
資
格
に
付
さ
れ
て
い
た

財
産
資
格
を
ゆ
る
や
か
に
し
、
宗
教
上
の
不
適
格
条
項
を
撤
廃
す
る
内
容

(
お
)

に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
八
ム
教
育
法
案
は
各
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
人
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た

参
事
官
が
カ
ウ
ン
テ
ィ
を
適
切
な
校
区

(
F
E
B
Z己
)
に
分
割
し
、
公
教

育
実
施
の
責
任
を
負
っ
た
。
初
等
学
校
の
校
舎
設
立
用
地
の
選
定
や
校
舎

建
設
は
各
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
住
民
が
行
い
、
そ
の
運
営
費
用
は
住
民
の
直

接
税
で
賄
わ
れ
る
と
い
う
内
容
を
同
法
案
は
含
ん
で
お
り
、
住
民
の
発
言

権
を
高
め
、
住
民
自
治
の
基
盤
を
培
養
す
る
ね
ら
い
も
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。以

上
検
討
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
法
律
改
正
委
員
会
の
改
革
構
想
は
次

の
よ
う
に
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
、

同
委
員
会
は
回
を
中
核
に
し
て
、
周
到
に
重
層
的
な
制
度
改
革
を
準
備
し
、

君
主
政
下
の
制
度
を
共
和
政
に
適
応
さ
せ
よ
う
と
し
た
、
そ
の
際
、
第
二

に
、
既
存
の
制
度
改
革
の
枠
組
み
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
共
和
主
義
的
観
点
か

ら
積
極
的
に
制
度
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
た
と
い
え
よ
う
。
特
に
、
参
事

官
制
度
を
採
用
し
て
、
地
方
政
治
に
住
民
自
治
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
試

み
は
、
旧
態
依
然
た
る
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
政
治
秩
序
に
風
穴
を
開
け
る
革
新

的
な
内
容
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
第
三
に
、
共
和
国
の
制
度
面
を
整
え
る

だ
け
で
な
く
、
乃
で
み
た
よ
う
に
共
和
国
存
続
の
要
で
あ
る
人
材
育
成
に

も
配
慮
し
て
い
た
と
い
う
点
は
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ

た
。
と
い
う
の
も
、
同
委
員
会
は
賢
明
で
か
つ
有
徳
な
市
民
の
育
成
を
目

的
と
し
て
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
公
教
育
制
度
を
初
め
て
創
設
す
る
こ
と
を
計

画
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
専
制
の
発
生
を
防
止
し
共
和
政
治
の
存

続
を
願
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
法
律
改
正
委
員
会
の
作
業
は
、
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
だ
け
で
な

く
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
や
、
ウ
ィ
ズ
の
三
人
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
拘

ら
ず
、
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
の
考
え
が
か
な
り
反
映
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
一

二
六
法
案
の
う
ち
、
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
が
担
当
し
た
法
案
は
、
は
っ
き
り
し

て
い
る
だ
け
で
五
一
法
案
あ
り
、
実
際
に
は
も
っ
と
多
か
っ
た
こ
と
が
推

定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
主
要
法
案
の
ほ
と
ん
ど
は
ジ
エ
フ

7

ソ
ン
が
担

当
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
が
、
法
律
改
正

作
業
に
力
を
入
れ
た
背
景
に
は
、
「
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
憲
法
」
に
対
し
て
制
定

当
初
か
ら
不
満
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
、
法
律
改
正

と
い
う
手
段
を
用
い
て
、
「
憲
法
」
の
範
囲
内
で
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
統
治
機

構
改
革
を
断
行
し
よ
う
と
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
事
実
、
一
七

七
六
年
に
彼
が
起
草
し
た
憲
法
草
案
の
中
に
は
、
こ
の
法
律
改
正
作
業
を

予
期
さ
せ
る
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
相
続
制
度
の
変
更
、
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信
教
の
自
由
、
選
挙
権
の
拡
大
、
刑
法
改
革
お
よ
び
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所

(
お
)

の
改
革
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
加
、

n、
位
、

2
、
白
、
回
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
ジ
エ
フ

7

ソ
ン
が
ど
れ
ほ

ど
、
こ
の
作
業
に
意
欲
的
だ
っ
た
か
、
自
伝
の
中
の
彼
自
身
の
言
葉
を
引

用
し
て
次
の
第
四
章
に
移
り
た
い
。
特
に
長
子
相
続
・
限
嗣
相
続
の
廃
止
、

信
教
の
自
由
の
確
立
お
よ
び
公
教
育
の
確
立
を
求
め
る
四
法
案
に
よ
っ
て
、

「
過
去
お
よ
び
未
来
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
あ
ら
ゆ
る
性
質
は
根
こ
そ

ぎ
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
真
に
共
和
主
義
的
な
政
府
の
た
め
の
基
礎
が
築

(
お
)

か
れ
る
の
だ
。
」

四

独
立
戦
争
後
の
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
州
議
会

アメリカ革命後の統治機構改革

(
こ
改
正
法
案
の
制
定
化
作
業
と
ジ
エ
イ
ム
ズ
・
マ
デ
イ
ソ
ン

イ
ギ
リ
ス
か
ら
独
立
を
宣
言
し
て
三
年
が
た
ち
、
独
立
戦
争
の
真
っ
只

中
に
あ
っ
た
一
七
七
九
年
六
月
一
八
日
に
、
法
律
改
正
委
員
会
は
、
二
一

六
の
改
正
法
案
を
盛
り
込
ん
だ
報
告
書
を
州
議
会
に
提
出
し
た
。
し
か
し
、

一
部
の
法
案
を
除
き
、
本
格
的
な
審
議
が
開
始
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
か
ら

(
1
)
 

六
年
後
の
一
七
八
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
七
七
九
年
に
提
出
さ
れ
た
報
告
書
が
六
年
間
も
審
議
さ
れ
な
か
っ
た

理
由
は
、
独
立
戦
争
中
の
混
乱
と
関
係
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、

七

八

O
年
後
半
か
ら
イ
ギ
リ
ス
軍
が
南
部
に
進
軍
し
、
同
年
末
か
ら
翌
年
に

か
け
て
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
が
独
立
戦
争
の
主
戦
場
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
戦

争
の
舞
台
が
ヴ
7
ジ
ニ
ア
に
移
っ
た
時
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
州
政
府
の
所
在
地

は
一
時
的
に
リ
ソ
チ
モ
ン
ド
か
ら
シ
ヤ
|
ロ
ッ
ツ
ヴ
ィ
ル
に
移
転
し
、
一

七
七
九
年
か
ら
当
時
知
事
を
務
め
て
い
た
ジ
エ
フ

7

ソ
ン
も
戦
時
中
故
郷

の
モ
ン
テ
ィ
セ
ロ
に
一
時
避
難
す
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
い
た
。
し
か

も
、
一
七
八
一
年
ヨ

l
ク
タ
ウ
ン
の
戦
い
に
よ
っ
て
独
立
戦
争
が
終
結
し

て
も
数
年
の
間
ヴ
7

ジ
ニ
ア
は
社
会
的
に
も
経
済
的
に
も
混
乱
状
態
が
続

い
て
い
た
。
こ
の
時
期
知
事
職
に
あ
っ
た
ジ
エ
フ

7

ソ
ン
は
、
緊
急
時
に

お
け
る
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
政
府
の
無
能
さ
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
経
験
し
、
改
め

て
、
統
治
の
効
率
化
を
図
る
た
め
に
、
強
大
化
し
た
立
法
部
を
抑
制
し
、

か
つ
行
政
部
の
権
限
を
回
復
す
る
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
知
事
時
代
の
経
験
が
、
「
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
憲
法
」
の
改
正
を
推
進
す
る

(2) 

原
動
力
と
な
り
、
一
七
八
三
年
の
憲
法
私
案
を
生
む
に
至
っ
て
い
る
。
ま

た
、
メ

l
ソ
ン
は
同
時
期
、
戦
後
広
が
っ
て
い
た
公
徳
心
の
衰
退
を
憂
え
、

法
律
改
正
を
通
じ
て
正
義
に
関
わ
る
法
を
再
確
立
し
、
立
法
部
に
対
す
る

人
民
の
信
頼
と
敬
意
を
回
復
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
書
簡
の
中
で
述
べ

て
お
り
、
戦
後
の
混
乱
状
態
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、

同
じ
書
簡
の
中
で
、
メ

l
ソ
ン
は
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
憲
法
改
正
の
動
き
に
触
れ
、

「
現
在
の
動
乱
が
静
ま
り
、
人
々
の
精
神
が
冷
静
に
な
る
ま
で
一
年
か
二
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年
憲
法
改
正
を
延
期
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
、
ジ
エ
フ
ア
ソ

(3) 

ン
と
は
逆
に
憲
法
改
正
に
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。

さ
て
、
こ
の
改
正
法
案
の
制
定
化
作
業
で
、
最
も
中
心
的
な
役
割
を
果

た
す
の
が
ジ
エ
イ
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
で
あ
っ
た
。
法
律
改
正
委
員
会
の

主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
は
、
一
七
八
三
年
に
は
ヴ
ア
ジ

ニ
ア
の
代
表
と
し
て
連
合
会
議
に
出
席
し
て
お
り
、
一
七
八
四
年
か
ら
は

連
合
会
議
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
マ
デ

イ
ソ
ン
は
、
一
七
八

O
年
か
ら
四
年
間
務
め
て
い
た
連
合
会
議
の
代
表
を

終
え
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
議
会
に
一
戻
っ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
二
人
は
ジ

エ
フ
7

ソ
ン
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
赴
任
す
る
前
か
ら
、
連
合
会
議
の
現
状
と

並
ん
で
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
政
治
制
度
改
革
に
つ
い
て
も
し
ば
し
ば
意
見
を
交

換
し
て
お
り
、
赴
任
し
て
以
降
も
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
議
会
で
の
審
議
の
動
向

に
つ
い
て
頻
繁
な
書
簡
の
や
り
取
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ジ
エ
フ

7

ソ
ン

か
ら
法
案
の
制
定
化
作
業
を
受
け
継
い
だ
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
、
一
七
八
七
年

二
月
再
び
連
合
会
議
の
代
表
に
な
る
ま
で
の
問
、
一
方
で
は
、
連
合
規
約

(
4
)
 

の
改
正
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
他
方
で
、
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
の
目
指
し
た
改

革
実
現
に
向
け
て
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
議
会
で
奮
闘
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
改
正
法
案
の
成
立
状
況
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
二
一
六
の
改

正
法
案
は
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
に
よ
っ
て
一
部
を
除
い
て
一
七
八
五
年
の
一

O

月
会
期
の
議
会
に
提
出
さ
れ
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
全
体
を

審
議
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
た
め
、
二
一
月
一
四
日
に
回
を
除
き
後

(
5
)
 

半
の
臼
以
降
は
継
続
法
案
と
し
て
次
会
期
に
因
さ
れ
た
。
二
一
六
の
改
正

北法45(1-2・126)126

法
案
の
う
ち
一
七
八
六
年
の
一

O
月
会
期
の
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
州
議
会
ま
で
で

成
立
し
た
の
は
六
四
法
案
で
あ
り
、
全
提
出
法
案
の
う
ち
成
立
し
た
法
案

の
割
合
は
五

0
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
各
改
正
分
野
で
は
、
公
法

分
野
が
四
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
刑
事
法
分
野
が
六
了
九
パ
ー
セ
ン
ト
、

民
事
法
分
野
が
七
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
の
他
が
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
と

な
っ
て
い
る
。
別
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
市
民
生
活
に
直
接
か
か
わ
る
法

案
の
成
立
率
が
高
く
、
政
治
制
度
上
の
変
更
を
要
す
る
も
の
や
、
財
政
的

負
担
を
伴
う
法
案
の
成
立
率
が
低
い
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
今
ま
で
に
取

り
上
げ
た
主
要
法
案
お
よ
び
そ
れ
に
付
随
す
る
改
正
法
案

l
2、
加
、
幻
、

辺
、
日
、
日
、
伯
、
河
、
初
、
位
、
問
、
山
の
う
ち
成
立
し
た
の
は
、

2
、

(
6
)
 

初
、
幻
、
辺
、
日
、
位
、
の
五
法
案
で
あ
っ
た
。
こ
の
成
立
率
は
四
了

六
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
全
提
出
法
案
の
成
立
率
よ
り
低
く
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
改
正
法
案
の
中
に
は
、
議
会
で
修
正
さ
れ
て
当
初
の
意
図
が
十
分

に
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
も
あ
り
、
「
成
立
」
と
い
う
言
葉
を
容
易
に

用
い
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
法
律
改
正
作
業
を
し
て
い
る
と

き
に
は
必
要
と
恩
わ
れ
た
法
案
も
作
業
を
開
始
し
て
か
ら
足
掛
け
九
年
近

く
た
つ
と
、
意
味
を
失
っ
た
法
案
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
顕
著
な
例
が
、

問
、
初
、
お
の
よ
う
な
戦
時
関
連
法
案
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
成
立
率



と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
目
安
で
し
か
な
い
点
を
注
意
し
て
お
き

言-、。

千
人

L
Vそ

れ
で
は
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
州
議
会
で
、
改
正
法
案
の
制
定
化
作
業
に
携

わ
っ
た
マ
デ
イ
ソ
ン
が
、
ど
の
よ
う
な
政
治
的
状
況
に
直
面
し
た
の
か
、

アメリカ革命後の統治機構改革

簡
単
に
整
理
し
て
み
よ
う
。

第
一
に
、
先
程
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
独
立
戦
争
に
と
も
な
う
社
会
的

か
つ
経
済
的
混
乱
状
況
が
ま
だ
尾
を
引
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
戦
後
、

外
国
と
の
貿
易
が
回
復
し
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
お
い
て
も
輸
入
量
の
急
激
な

増
加
に
よ
っ
て
法
定
通
貨
で
あ
る
硬
貨
不
足
が
深
刻
に
な
っ
て
い
た
。
硬

貨
不
足
は
、
円
滑
な
経
済
活
動
に
と
っ
て
障
害
で
あ
る
ば
か
り
か
、
徴
税
、

裁
判
活
動
に
ま
で
影
響
し
て
い
た
。
戦
後
の
経
済
の
回
復
を
待
つ
た
め
に
、

一
七
八
三
年
に
は
徴
税
活
動
が
し
ば
ら
く
延
期
さ
れ
る
措
置
も
取
ら
れ
て

(
7
)
 

い
る
。
そ
こ
で
、
硬
貨
不
足
に
対
応
し
て
、
紙
幣
の
発
行
を
求
め
る
紙
幣

問
題
が
、
他
州
と
同
様
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
も
持
ち
上
が
っ
て
い
た
。
ヴ
ア
ジ

ニ
ア
州
議
会
は
、
結
局
、
一
七
八
六
年
に
紙
幣
発
行
の
提
案
を
否
決
し
て

い
る
。
し
か
し
、
戦
時
中
発
行
し
た
公
債
の
償
還
問
題
を
抱
え
、
州
政
府

の
財
政
状
態
は
か
な
り
悪
化
し
て
お
り
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
一
七
八
四
年
ヴ

ア
ジ
ニ
ア
議
会
に
復
帰
す
る
と
、
最
初
に
歳
入
増
加
と
公
債
償
還
を
目
的

(8) 

と
す
る
増
税
法
案
の
制
定
に
取
り
組
ん
だ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
一

七
八
三
年
の
平
和
条
約
で
規
定
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
商
人
に
対
す
る
債
務
履

(9) 

行
問
題
が
、
新
た
な
火
種
と
な
っ
て
い
た
。

第
二
に
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
内
部
の
セ
ク
シ
ョ
ン
対
立
の
問
題
で
あ
る
。
フ

ォ
ー
ル
ラ
イ
ン
を
境
に
し
て
東
側
の
タ
イ
ド
ウ
ォ
ー
タ
ー
と
西
側
の
ピ

l

ド
モ
ン
ト
以
西
で
産
業
基
盤
、
生
活
様
式
が
異
な
っ
て
い
た
。
東
部
は
、

英
国
国
教
徒
が
多
く
、
大
規
模
な
奴
隷
制
プ
ラ
ン
テ

l
シ
ョ
ン
を
経
営
す

る
プ
ラ
ン
タ
ー
が
優
勢
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
西
部
は
、
宗
教
的
に
も
多

様
で
独
立
自
営
農
民
が
多
数
を
占
め
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
東
西
セ
ク
シ

ョ
ン
の
境
界
線
は
、
時
代
と
と
も
に
よ
り
西
側
に
移
動
し
て
い
き
、
一
九

世
紀
に
入
る
頃
に
は
、
ピ

l
ド
モ
ン
ト
は
、
東
部
セ
ク
シ
ョ
ン
に
属
す
る

(
印
)

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
は
こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
対
立
に
つ
い

て
一
七
八
四
年
に
パ
リ
で
出
版
し
た
『
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
覚
え
書
』
の
中
で
、

フ
ォ
ー
ル
ラ
イ
ン
よ
り
東
部
が
上
院
の
過
半
数
を
占
め
、
下
院
に
お
い
て

も
過
半
数
に
四
名
不
足
す
る
の
み
で
あ
る
と
、
地
域
間
の
議
員
定
数
の
不

均
衡
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
憲
法
が
人
口
に
比
例
し
た

議
員
数
を
上
院
、
下
院
と
も
配
分
し
な
か
っ
た
た
め
、
州
内
の
「
一
地
方

に
住
む
一
万
九
千
の
住
民
が
、
他
の
地
方
に
住
む
三
万
以
上
の
住
民
に
法

律
を
与
え
た
り
、
行
政
部
や
司
法
部
の
重
要
官
吏
た
ち
を
勝
手
に
任
命
し

た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
地
方
に
住
む
者
は
、
地
域
性
や
環
境
の
違

い
な
ど
か
ら
、
当
然
そ
の
利
害
も
た
び
た
び
非
常
に
大
き
な
違
い
を
み
せ

(
日
)

る
の
で
あ
る
」
と
、
東
部
の
政
治
的
優
位
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
、
今
ま
で
言
及
し
て
こ
な
か
っ
た
が
、
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
の
改

革
構
想
は
、
実
質
的
に
、
東
部
の
プ
ラ
ン
タ
ー
が
多
数
を
占
め
る
議
会
に

お
い
て
、
西
部
の
主
張
を
代
弁
し
、
西
部
の
独
立
自
営
農
民
を
ヴ
ア
ジ
ニ

(ロ)

ア
の
政
治
社
会
に
取
り
込
む
内
容
に
な
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

2
の

選
挙
権
改
革
法
案
、
月
の
公
教
育
法
案
、
回
の
公
定
宗
教
制
度
を
廃
止
す

る
法
案
は
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
将
来
を
見
据
え
た
法
案
で
は
あ
っ
た
が
、
い

ず
れ
も
東
部
と
比
較
し
て
政
治
経
済
的
に
劣
位
に
立
た
さ
れ
て
い
た
西
部

の
立
場
に
配
慮
し
て
い
る
。
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
と
マ
デ
ィ
ソ
ン
が
、
東
部
の

プ
ラ
ン
タ
ー
に
よ
る
支
配
秩
序
を
改
革
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
、
議
会

の
反
発
は
必
至
の
情
勢
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

最
後
に
、
戦
後
の
混
乱
を
危
倶
し
て
、
革
命
の
指
導
者
で
も
あ
っ
た
有

力
議
員
が
、
改
革
に
反
対
の
立
場
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、

法
案
の
制
定
化
作
業
を
困
難
に
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
独
立
革
命
期
、

急
進
派
に
属
し
た
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ヘ
ン
リ

l
の
存
在
は
、
改
正
法
案
を
成

立
さ
せ
よ
う
と
す
る
マ
デ
ィ
ソ
ン
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
最
大
の
難
敵
で
あ

っ
た

o
mの
場
合
に
は
、
ヘ
ン
リ
ー
だ
け
で
な
く
、
法
律
改
正
委
員
会
の

(
日
)

メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
も
慎
重
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
が
州
議
会
に
復
帰
し
て
来
た
と
き
、
一
連

の
制
度
改
革
を
取
り
巻
く
環
境
は
非
常
に
険
し
く
、
彼
は
こ
れ
ら
の
障
害

と
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
つ
の
障

害
を
う
ま
く
か
わ
し
て
成
立
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
が
、
回
の
「
信
教
の
自
由

を
確
立
す
る
法
案
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
頓
挫
し
て
し
ま
う
の

が
刊
の
「
知
識
の
よ
り
広
範
な
普
及
を
求
め
る
法
案
」
や
臼
の
「
従
来
、

死
別
で
あ
っ
た
ケ

l
ス
に
お
い
て
犯
罪
と
刑
罰
を
比
例
さ
せ
る
法
案
」
で

(
は
)

あ
っ
た
。
ま
た
、
成
立
こ
そ
し
て
い
る
が
、
今
以
上
の
奴
隷
制
度
の
拡
大

を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
日
は
、
法
案
の
中
で
最
も
重
要
な
規
定
で
あ
っ
た

解
放
奴
隷
に
関
す
る
部
分
が
一
切
削
除
さ
れ
て
お
り
、
改
正
の
趣
旨
が
ほ

(
日
)

と
ん
ど
生
か
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
重
要
な
法
案
に
位

置
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
加
、
幻
の
相
続
制
度
の
変
更
を
提
案
す
る

法
案
の
よ
う
に
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
社
会
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
法
案
の
制

(
同
)

定
が
制
度
の
後
追
い
に
な
っ
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
ジ
エ
フ
7

ソ
ン
の
体
系
的
な
共
和
国
構
想
は
具
体
的
に
ど

こ
ま
で
実
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
改
革
の
中
核
的
な
法
案
を
中
心
に
し
て
、

検
討
し
て
い
き
た
い
。
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(
二
)
ト
マ
ス
・
ジ
エ
フ
7

ソ
ン
の
共
和
国
構
想
の
行
方

公
定
宗
教
制
度
を
廃
止
す
る
位
は
、
一
七
八
五
年
一

O
月
会
期
の
議
会

で
一
部
文
章
が
削
除
、
な
い
し
修
正
さ
れ
た
以
外
は
、
ほ
ぽ
内
容
上
の
変

更
も
な
く
成
立
し
た
。
し
か
し
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
伝
統
的
な
政
治
秩
序
を

解
体
す
る
恐
れ
の
あ
る
法
案
が
容
易
に
採
択
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。



アメリカ革命後の統治機構改革

一
七
八
四
年
の
議
会
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
導
者
の
収
入
を
保
障

す
る
た
め
に
課
税
す
る
と
い
う
、
公
定
宗
教
制
度
の
廃
止
に
逆
行
す
る
法

案
が
パ
ト
リ
ッ
ク
・
へ
ン
リ

l
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
。
議

A
五
で
は
、
ヵ

l
タ

i
・

ヘ

ン

リ

l
・

ハ

リ

ソ

ン

(
n
R
Z『
国
内
ロ
ミ

出
向
コ

Mg)、
ジ
ョ
ン
・
ペ
イ
ジ

C
O
Z
E間
巾
)
等
が
、
ヘ
ン
リ

l
の
提

案
を
支
持
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
当
時
議
会
で
議
席
を
占
め
て
い
な
か
っ

た
リ
チ
ャ

1
ド
・
へ
ン
リ

l
・
リ

l
や
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
も
、
同
様
に
支
持

を
表
明
し
て
い
た
。
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
有
力
な
政
治
家
が
、
ヘ
ン
リ

i
に
賛

同
す
る
中
で
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
メ

l
ソ
ン
お
よ
び
ピ

l
ド
モ
ン
ト
地
区
出

身
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ニ
コ
ラ
ス
(
の

g
『岡市

Z
呂

Z
Z出
)
、
ア
ー
チ
ボ
ル
ト
・

ス
チ
ュ
ア

l
ト
(
〉

REσ
同
一
色
∞

E
R円
)
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
レ
ッ
キ
ン
リ
ッ
ジ

c
c
g
∞「
2
F
2ロ
『
広
間
巾
)
と
協
力
し
て
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
お
い
て
「
権
利

の
宣
言
」
第
一
六
条
で
規
定
さ
れ
た
信
教
の
自
由
を
実
現
す
る
た
め
に
攻

勢
に
出
た
。
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
、
へ
ン
リ
!
の
提
出
法
案
の
成
立
を
一
度
は

引
き
延
ば
し
、
信
教
の
自
由
を
共
和
政
の
政
治
的
原
理
と
し
て
捉
え
る
論

理
的
な
反
対
を
接
り
込
ん
だ
陳
情
請
願
書
を
匿
名
で
作
成
す
る
こ
と
で
、

議
会
外
に
お
い
て
非
回
数
徒
の
み
な
ら
ず
国
教
徒
を
も
巻
き
込
ん
だ
広
範

な
世
論
を
喚
起
し
、
翌
年
、
ヘ
ン
リ

l
の
提
案
を
廃
案
に
追
い
込
ん
だ
。

し
か
も
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
、
一
七
八
六
年
一
月
に

(
口
)

は
信
教
の
自
由
を
確
立
す
る
法
案
位
を
成
立
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
白

は
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
活
躍
に
よ
っ
て
成
立
し
て
は
い
る
が
、
革
命
後
の
国

教
会
を
め
ぐ
る
動
向
を
鑑
み
る
と
、
早
晩
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も

い
え
る
。
た
だ
し
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
お
い
て
完
全
に
各
宗
派
が
平
等
に
扱

(
凶
)

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
七
九
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
共
和
国
改
革
構
想
の
中
核
的
法
案
が
成
立
し
た
こ
と
で
、

ど
の
よ
う
な
地
方
政
治
制
度
改
革
が
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ジ
エ
フ
ア

ソ
ン
が
意
図
し
た
参
事
官
制
度
の
行
方
を
追
っ
て
み
よ
う
。

一
七
八
五
年
一

O
月
会
期
に
は
、
公
定
宗
教
制
度
の
廃
止
に
伴
う
改
正

法
案
の
一
つ
で
あ
る
貧
民
救
済
を
定
め
た
泣
も
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、

制
定
後
、
貧
民
救
済
の
対
象
範
囲
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
従
来

の
教
区
委
員
の
権
限
を
継
承
す
る
参
事
官
制
度
の
規
定
は
一
切
削
除
さ
れ

た
。
参
事
官
に
代
わ
っ
て
、
そ
の
責
務
を
負
っ
た
の
は
三
名
の
監
察
員

(。2
3
m
m乙
で
あ
っ
た
。
監
察
員
は
貧
困
者
の
支
援
の
た
め
に
十
分
の

一
税
を
地
区
住
民
に
課
す
権
限
を
も
っ
て
お
り
、
ほ
ほ
、
従
来
の
教
区
委

員
の
権
限
お
よ
び
活
動
資
金
を
受
け
継
い
だ
内
容
に
な
っ
て
い
た
。
一
七

八
一
年
か
ら
監
察
員
の
制
度
は
教
区
委
員
が
兼
職
す
る
形
で
既
に
実
施
さ

れ
て
お
り
、
監
察
員
に
よ
る
貧
民
救
済
制
度
は
現
行
の
制
度
を
活
用
す
る

も
の
と
な
っ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
参
事
官
制
度
が
意
図
し
た
地
方
政
治

の
民
主
化
は
、
い
く
ぶ
ん
監
察
員
の
選
出
方
法
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
ヵ

ウ
ン
テ
ィ
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
に
よ
っ
て
適
切
な
地
区
(
且
互
己
主
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に
分
割
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
で
三
人
の
監
察
員
が
自
由
土
地
所
有
者

と
宅
地
所
有
者
を
有
権
者
と
す
る
選
挙
で
、
三
年
毎
に
選
出
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
監
察
員
に
関
す
る
法
整
備
は
さ
ら
に
進
み
、
一
七
八
六

年
の
法
律
で
は
、
貧
困
者
、
身
体
障
害
者
、
盲
人
お
よ
び
自
活
で
き
な
い

人
々
の
他
に
新
た
に
病
人
も
救
済
対
象
に
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
監
察
員

は
救
済
対
象
者
リ
ス
ト
を
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
貧
民
救
済
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
の
監
視
下
に
置
か
れ
た
。
し
か
も
、

監
察
員
は
職
務
怠
慢
の
場
合
人
民
か
ら
訴
え
ら
れ
る
と
い
う
規
定
も
付
加

さ
れ
、
職
務
責
任
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
徴
税
期
間
が

(
川
口
)

四
月
か
ら
八
月
に
固
定
さ
れ
徴
税
の
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
教
区
の
人
口
台
帳
の
管
理
を
新
た
に
課
税
査
定
官
に
任
せ
る
臼

の
法
案
は
、
一
七
八
二
年
に
、
そ
の
業
務
を
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
が
引
き

(
却
)

継
い
で
お
り
、
成
立
し
て
い
な
い
。

さ
て
、
犯
が
議
会
で
採
択
さ
れ
た
際
、
参
事
官
制
度
が
削
除
さ
れ
た
事

実
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
制
度
を
改
革
す
る
町

は
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
尽
力
に
も
拘
わ
ら
ず
、
議
会
で
の
反
対
が
根
強
く
成

立
し
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
教
区
制
度
廃
止
後
の
法
改
正
に
注
目
す
る
と
、

植
民
地
時
代
と
比
較
し
て
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
の
行
政
管
轄
範
囲
は
む

(
幻
)

し
ろ
拡
大
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

同
じ
く
参
事
官
制
度
を
採
用
し
た
公
教
育
法
案
内
も
何
度
か
提
出
さ
れ

て
は
い
る
が
、
成
立
し
て
い
な
い
。
同
法
案
は
、

期
の
議
会
で
修
正
の
末
下
院
を
何
と
か
通
過
し
た
も
の
の
上
院
で
否
決
さ

(
幻
)

れ
、
翌
年
の
会
期
に
お
い
て
も
結
局
採
択
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
マ

デ
ィ
ソ
ン
は
、
一
七
八
七
年
二
月
一
五
日
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
に
あ
て
た
書
簡

の
中
で
、
一
七
八
六
年
一

O
月
会
期
の
議
会
審
議
を
振
り
返
っ
て
、
河
が

成
立
し
な
か
っ
た
理
由
を
三
つ
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
初
等
学
校
の
運

営
に
伴
う
費
用
を
、
地
域
住
民
の
直
接
税
で
賄
う
と
規
定
し
て
い
た
の
に

対
し
て
、
費
用
の
住
民
負
担
が
重
す
ぎ
る
こ
と
。
第
二
に
、
住
民
が
散
在

し
て
居
住
し
て
い
る
ヴ
7

ジ
ニ
ア
の
現
状
で
は
、
学
区
割
り
を
実
行
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
。
第
三
に
、
西
部
選
出
の
議
員
が
論
じ
た
こ
と

で
あ
る
が
、
学
区
(
円

Z
E∞5
2
M
)
毎
の
格
差
の
存
在
が
、
そ
の
反
対

論
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
最
後
の
反
対
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
か
っ
た

と
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
述
べ
て
い
る
。
議
会
で
も
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
体
系
的
な

教
育
制
度
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
乃
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
広
く
認
識
さ

れ
て
い
た
。
問
題
は
、
教
育
制
度
を
実
施
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
結
局
、(

お
)

議
会
は
、
新
し
い
教
育
制
度
構
想
を
提
案
す
る
こ
と
な
く
、
乃
を
否
決
し

た
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
慈
善
学
校
の
運
営
を
支
援
す
る
方
策
に
つ
い
て

は
幾
っ
か
配
慮
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
議
会
は
、
没
収
地
を
学
校
用
地
に
充

当
す
る
こ
と
、
教
区
財
産
で
学
校
の
運
営
基
金
を
設
立
す
る
こ
と
を
認
め
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一
七
八
五
年
一

O
月
会

た
ほ
か
、
学
校
を
支
援
す
る
た
め
に
一
七
七
九
年
に
禁
止
し
て
い
た
福
く
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(
包
)

じ
(
一

0
5ミ
)
を
許
可
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
た
。

植
民
地
時
代
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
唯
一
の
高
等
教
育
機
関
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ア
ン
ド
・
メ
ア
リ

i
・
カ
レ
ッ
ジ
の
教
育
内
容
を
充
実
さ
せ
、
独
自

財
源
の
確
保
を
定
め
て
い
た
剖
お
よ
び
、
民
衆
が
利
用
で
き
る
公
立
図
書

館
の
設
立
を
定
め
て
い
た
別
も
乃
と
同
様
に
成
立
し
て
い
な
い
。

マ
デ
ィ
ソ
ン
は
先
程
の
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
に
あ
て
た
書
簡
の
中
で
、
改
正

法
案
の
審
議
全
体
を
振
り
返
っ
て
、
法
律
改
正
が
不
完
全
に
終
わ
っ
た
理

由
を
幾
っ
か
説
明
し
て
い
る
。
第
一
に
、
多
く
の
改
革
の
中
で
も
、
特
に

カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
の
改
革
は
、
議
会
を
無
事
に
通
過
し
え
な
い
変
更
を

要
し
て
い
た
こ
と
。
第
二
に
、
演
末
な
問
題
に
時
間
を
と
ら
れ
た
こ
と
。

第
三
に
、
債
務
履
行
法
案
の
せ
い
で
、
議
会
内
に
警
戒
心
が
巻
き
起
こ
っ

た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
マ
デ
イ
ソ
ン
の
書
簡
か
ら
、
当
時
の
ヴ
ア
ジ
ニ
ア

議
会
で
法
律
改
正
作
業
が
中
心
的
な
議
題
か
ら
そ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
結
局
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
議
会
は
、
否
決
さ
れ
た
法
案
を
修
正

す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
改
正
が
必
要
に
な
っ
た
法
律
を
準
備
す
る
た
め

に
、
新
し
い
法
律
改
正
委
員
会
の
創
設
を
決
定
し
た
。
そ
し
て
、
ジ
ョ

ン
・
ブ
レ
ア
(
』
。
吉
宮
ど
と
と
再
ぴ
ウ
ィ
ズ
、
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
が
委
員

(
お
)

に
任
命
さ
れ
た
。

以
上
、
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
公
定
宗
教
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
に

は
成
功
し
た
も
の
の
、
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
の
共
和
国
構
想
は
、
マ
デ
ィ
ソ
ン

の
努
力
に
も
拘
わ
ら
ず
、
断
片
的
に
し
か
実
現
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
来
の

東
部
プ
ラ
ン
タ
ー
に
よ
る
支
配
秩
序
を
根
本
的
に
改
革
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
特
に
、
地
方
レ
ベ
ル
か
ら
新
し
い
政
治
秩
序
を
生
み
出
す
契

機
と
し
て
期
待
さ
れ
た
参
事
官
制
度
の
導
入
は
、
こ
と
ご
と
く
失
敗
し
て

い
る
。
独
立
し
て
か
ら
時
が
た
ち
、
も
と
も
と
制
度
改
革
に
及
び
腰
だ
っ

た
議
会
の
中
で
、
現
行
の
政
治
制
度
を
あ
え
て
改
編
す
る
意
義
そ
の
も
の

が
薄
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
改
革
が
挫
折
し
た
原
因
は
、
結
論
か

ら
い
う
と
、
議
会
の
議
席
配
分
で
有
利
な
東
部
プ
ラ
ン
タ

l
の
協
力
が
得

ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
改
革
自
体
の
意
味
変
化
も
大
き

な
原
因
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
共
和
国
の
全
て
の
市

民
が
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
共
和
国
の
基
盤
整
備
を
図
る

ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
の
共
和
国
構
想
は
、
次
第
に
、
党
派
性
を
帯
び
つ
つ
あ
っ

た
。
確
か
に
、
旧
態
依
然
た
る
支
配
秩
序
を
打
破
す
る
意
図
は
あ
っ
た
に

せ
よ
、
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
の
改
革
は
、
当
初
、
共
和
国
の
将
来
を
見
据
え
た

全
市
民
の
た
め
の
改
革
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
が
、
主
と
し
て

西
部
の
独
立
自
営
農
民
の
要
求
に
す
り
替
わ
り
、
改
革
を
め
ぐ
っ
て
東
部

の
プ
ラ
ン
タ
ー
を
一
方
の
対
抗
軸
に
お
く
セ
ク
シ
ョ
ン
聞
の
利
害
対
立
の

様
相
を
呈
し
始
め
た
こ
と
が
、
改
革
の
実
現
を
難
し
く
し
た
と
い
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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五

お
わ
り
に
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ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
お
け
る
制
度
改
革
の
試
み
は
、
一
七
七
六
年
の
法
律
改

正
委
員
会
、
一
七
八
三
年
の
ジ
エ
フ
7

ソ
ン
や
マ
デ
ィ
ソ
ン
に
よ
る
憲
法

改
正
運
動
後
、
し
ば
ら
く
沈
滞
し
て
い
く
が
、
一
九
世
紀
に
入
る
と
再
び

活
発
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
時
期
、
具
体
的
に
は
、
公
教
育
制
度
の
創
設
、

州
議
会
の
議
席
配
分
の
見
直
し
、
選
挙
権
の
拡
大
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所

(I) 

改
革
、
そ
し
て
、
「
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
憲
法
」
の
改
正
運
動
が
み
ら
れ
た
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
一
連
の
改
革
運
動
に
お
い
て
、
共
和
国
全
体
を
視
野
に
お

さ
め
て
い
た
改
革
の
当
初
の
意
義
は
す
っ
か
り
影
を
潜
め
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
代
わ
っ
て
、
一
七
七
六
年
の
法
律
改
正
委
員
会
の
改
正
法
案
の

審
議
で
、
既
に
そ
の
兆
し
が
み
ら
れ
て
い
た
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
こ
れ

ら
の
運
動
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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〈資料 1) 126の改正法案目録

A catalogue of bills prcpared by the Committee for the revision of the laws 

l.上院の選挙区にカウンティを編成する法案

2.州議会議員の選挙に関する法案

3. 一定の場合、副知事としての権限を州行政参議会のー

人に与える法案

4. 州行政参議会の助言の下で知事に出入港禁止 (embargoes) の権限を

与える法案

5.民兵を統制し訓練する法案

6.侵略および反乱に対処する規定を設ける法案

7.限定された期間、知事および州行政参議会に一定の権限を与える法案

8.戦争委員会を設立する法案

9. 貿易委員会を設立する法案

10. 連合会議への代表および法令委員会の委員を毎年任命する法案

11.監査委員会を設立する法案

12.出納局長に関する法案

13. 海軍将校を任命する法案

14. 知事および州行政参議会に書記を任命する法案

15. 兵士、海兵および水兵の徴募のための法案

16. 脱走兵を逮捕し、軍隊の損失および兵士に届けられた物資の損失を

防止する法案

17. 上等水兵に関する法案

18. 共和国 (thePubl同に鉛を供給する法案

19. 相互郵便制度を設立する法案

20.法定相続の過程を定める法案

21.遺言、無遺言の遺産の配分および遺言執行者、遺産管理人の義務に

関する法案

22.譲渡を規制する法案

23. 譲渡証書に由来する権利を外国人に保障する法案

24. 没収物に関する法案

25. 詐欺および偽証罪を防止する法案

26. 死手 (Mortmain) に関する法案

27. 寡婦の寡婦産および寡婦給与に関する法案

28.精神薄弱者および精神病患者の財産を保全する法案

29. 違法な土地の譲渡はそれらが違法である限り無効とされるべきことを

定める法案

30. I共和国の緊急時に貨幣供給を増加させる法律」を修正する法案
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31.カウンティの課税評価に応じて課税する法案

32.貧困者の援助に関する法案

33. 一定の将校の給与を確定する法案

34. 金と銀の貨幣を等価とする法案を布告する法案

35. 民間銀行の紙幣の流通を防止する法案

研究ノート

36. 徴発によって被害を被る市民の損害を補償するために、そして、敵軍を

支援するのを防止するために英国人の財産を差し押さえる法案

37.公海で海賊、敵軍およびその他による損害を防止する法案

38. 難破あるいは遭難した船舶とその乗船員、積み荷の保護に関する法案

39.逃失家畜に関する法案

40.盗品の返還に関する法案

41.有角牛の伝染病を予防する法案

42.馬の品種改良に関する法案

43.鹿の品種を保護する法案

44.小麦、牛肉、豚肉、タール、ピッチ、テレピン油を扱う商人の詐欺を

防止する法案

45.宿屋に営業資格を与え規制する法案

46.公道に関する法案

47.公営連絡船を運行する法案

48. 運河内の、水車用貯水池とその他の障害物に関する法案

49. 船上からのパラストの荷下げと死体の埋葬に関する法案

50.公共倉庫に関する法案

51.奴隷に関する法案

52.雇用人に関する法案

53. 脱走者を逮捕し保護する法案

54. いかなる人物がムラート〔白人と黒人の混血児〕とみなされるべきかを

布告する法案

55. いかなる人物がこの共和国の市民とみなされるべきかを布告する法案

56.外国人に関する法案

57.何人も陪審制なくして有罪にされることはなく、裁判が買収されること

も、また、延期されることもないことを布告する法案

58. いかなる刑事被告人が保釈されるべきかを定める法案

59. 人身保護令状を請願し、請求する方法を定める法案

60.保護者、未成年者、親方、徒弟に関する法案

61.保護者や補佐人が被保護者の便益のために一定の行動を可能にする法案

62.精神病患者の拘束、扶養および治療に関する法案

63. 出生および死亡を登録する法案

64.従来、死刑であったケースにおいて犯罪と刑罰を比例させる法案
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65. 一定の文書偽造を犯した人々を処罰する法案

66. この共和国の支配圏外で犯された反逆、重罪およびその他の犯罪に

関する法案

67. 休戦、安全通行権、パスポート、許可書および‘敵国船掌捕免許状に

関する法案

68. 労役を宣告された犯罪者の雇用、管理および支援に関する法案

69. 馬盗人の逮捕を奨励する法案

70. 外国使節の特権を保護する法案

71.暴動、不穏集会、非合法な集会を鎮圧し、処罰する法案

72. 乱闘を禁じ、処罰する法案

73.共謀者に対する法案

74. 虚偽の権利証書を譲渡ないし、受け取ることを禁ずる法案

75. 贈賄、不当取得を処罰する法案

76. 悪質な肉や酒の販売者に関する処罰を規定する法案

77.天然痘の蔓延を防止する法案

78. 伝染病の感染地から到来した船舶、人および物品を強制的に隔離する

法案

79. 知識のより広範な普及を求める法案

80. ウィリアム・アンド・メアリー・カレッジの規約を改正し、カレッジ

助成に代えてより確実な財源を確保する法案

81.公共図書館を設立する法案

82.信教の自由を確立する法案

83. 従来の法律によって教会財産を保護する法案

84. 宗教礼拝を乱す者および安息日を破る者を処罰する法案

85. 公共の断食および感謝祭の日程を指定する法案

86. レビ記中の律法で禁じられた結婚を無効にし、合法的な結婚を厳粛に

行う方法を指定する法案

87. 高利貸を禁じる法案

88. 勝負事を防止する法案

89. 買い占め、独占および競売による売却を防止する法案

90. 高等衡平法裁判所 (theHigh Court of Chancery) を設立する法案

91.大審院 (theGeneral Court) を設立する法案

92. 毎事裁判所 (theCourt of Admiralty) を設立する法案

93.控訴裁判所 (theCourt of Appeals) を設立する法案

94. 軍法会議 (CourtsMarshall) を設立する法案

95 治安判事およびカウンティ裁判所を設立する法案

96. 保安官に関する法案

97. 法律顧問、弁護士および代訴人に資格を与える法案
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98. [共和国への〕忠誠の宣誓および一定の官吏の宣誓を規定する法案

99.公共施設の売却を防止する法案

lω.弾劾手続きの方法を定める法案

101.衡平法裁判所における手続きを規制する法案

l位. コモン・ロー裁判所における手続きを規制する法案

103. 一定の犯罪で告発されている公人に対して訴訟を起こし、かつ、裁判に

かける方法を定める法案

1似.反逆あるいは重罪で告発されている奴隷を裁判にかける手続きを定める

法案

1侃.令状権の手続き方法を改革する法案

1侃.共有物分割、共同の権利および義務に関する法案

107. 外国人を当事者とする訴訟に関して迅速な決定を求める法案

108. 一定の人々から共和国 (thePublic) に帰すべき金銭の迅速な回復を

求める法案

lω.小価値の請求を略式で回復する法案

110. 共謀の罪で起訴されている一般の訴訟 (actionspopular) は誠実に

申し出た者に対して制裁のないことを定める法案

lll. 訴訟濫用の不当な告発を防止し罰金を緩和する法案

ll2.貧困者の訴訟を助成し、迅速に行う手段を定める法案

113. 未成年者が近隣者によって告訴されうることを定める法案

114.不在者の死亡が推定される場合を明らかにする法案

115. 内国為替手形に異議を申し立てる手続きおよび債務管財人が彼ら自身の

名前で訴訟を起こすことを許可する手続きを規定する法案

116. 訴訟の期限に関する法案

117. 内密にヲ|っ越したり、逃亡した負債者の財産に対する差し押さえを

許可する法案

118. 審理(inquests) に関する法案

119. [共和国への忠誠を〕宣誓すれば〔官職につく〕資格があるにも拘らず、

宣誓しない者を容認する法案

120. 一年の開始および時間の計算を規制する法案

ロ1.例外法案が捺印されることを許可する法案

122.裁判所規則に基づく判決の執行を強制する法案

123.行政に関する法案

124.賃貸および動産差し押さえに関する法案

125. 不法侵入や不法占有のケースにおいて救済方法および処罰を定める法案

lお.一定の議会 (Parliament.General Assembly)法を撤回する法案
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第
一
章

(
1
)
当
時
の
煙
草
栽
培
は
、
三
、
四
年
の
連
作
を
行
っ
た
後
そ
の
士

地
を
見
捨
て
る
略
奪
農
法
を
採
用
し
て
お
り
、
広
大
で
肥
沃
な
土

地
と
安
価
な
労
働
力
を
必
要
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
土
地
の
疲

弊
に
と
も
な
っ
て
煙
草
の
生
産
拠
点
は
沿
岸
部
か
ら
西
方
の
内
陸

部
に
移
動
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
プ
ラ
ン
テ

l
シ
ョ
ン
経
営
に

は
莫
大
な
投
資
を
要
し
て
い
た
。
池
本
幸
三
「
ア
メ
リ
カ
革
命
と

南
部
」
『
西
洋
史
学
』
第
四
七
号
(
一
九
六
一
年
)
四
九
頁
。

(
2
)
本
国
政
府
と
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
植
民
地
と
の
対
立
要
因
は
主
に
二
つ

に
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
政
治
的
要
因
で
あ
る
。
ヴ
ア

ジ
ニ
ア
植
民
地
で
は
、
一
般
的
に
植
民
地
の
内
部
事
項
に
関
し
て

は
独
占
的
に
植
民
地
議
会
が
管
轄
す
る
慣
行
と
な
っ
て
お
り
、
本

国
政
府
が
植
民
地
の
内
政
に
干
渉
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
自
治
を

享
受
し
て
き
た
プ
ラ
ン
タ

1
層
の
激
し
い
抵
抗
を
招
か
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。
第
二
に
、
経
済
的
要
因
で
あ
る
。
「
一
七
六
三
年
の
国

王
の
宣
言
」
は
、
煙
草
プ
ラ
ン
テ

l
シ
ョ
ン
を
営
む
プ
ラ
ン
タ

l

の
潜
在
的
な
利
益
を
損
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
、
プ
ラ
ン
タ

l

の
多
く
は
、
長
年
に
わ
た
る
ぜ
い
た
く
と
煙
草
の
不
安
定
な
価
格

動
向
か
ら
イ
ギ
リ
ス
商
人
に
多
額
の
負
債
を
抱
え
て
お
り
、
一
方

で
は
、
煙
草
生
産
か
ら
穀
物
生
産
へ
の
転
換
な
い
し
煙
草
単
作
体

制
か
ら
の
脱
皮
を
図
る
動
き
が
み
ら
れ
、
他
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
商

人
へ
の
負
債
支
払
い
な
ど
の
た
め
に
、
多
額
の
利
潤
が
得
ら
れ
る

西
部
で
の
土
地
投
機
が
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
プ
ラ
ン
タ

l
の
問
で
積
極

的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
「
宣
言
」
は
新
た
に
獲
得
し
た
西
方
領
土
に

植
民
地
人
が
移
住
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
の
で
、
必
然
的
に
プ

ラ
ン
タ
!
の
土
地
投
棄
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
池
本
、
前

掲
論
文
、
四
九
頁
o
C
開

R
Z
E且
河
図
。

B
E
p
d
g℃
貯
の
き
宮

mw
ロ
己
己
「
甘
白
ロ
ロ
巾
〈
巾

-o宮
口
巾
口
門
戸
口
円
}
戸
市
開
高
宮
門
町
内
ロ
己
戸
|
門
司
口
門
口
『
可
的
。
ロ
門
『
H
3

・可ミ師、
R
Rせ
向
的

s
h苦
肉
コ
円
S
H
尽か円。。・
H

(

)

(

]

戸市
W
4
a
y
官官・]戸叶

N
0
・

(
3
)

一
七
七
六
年
五
月
一
五
日
、
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
革
命
協
議
会
は
、
一

一
一
一
名
の
全
員
一
致
で
独
立
決
議
を
採
択
し
た
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
、

イ
ギ
リ
ス
政
府
の
圧
政
を
非
難
し
、
協
議
会
の
と
る
べ
き
道
は
尊

大
な
暴
君
の
意
の
ま
ま
に
な
る
か
、
通
商
、
戦
争
遂
行
上
の
援
助

を
求
め
て
外
国
勢
力
と
同
盟
し
、
国
王
お
よ
び
本
国
政
府
か
ら
全

面
的
に
分
離
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
そ
の
上
で
、
大
陸
会
議
に
出
席
し
て
い
る
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の

代
表
に
対
し
以
下
の
よ
う
な
提
案
|
全
植
民
地
の
独
立
、
政
府
の

形
成
お
よ
び
戦
争
遂
行
に
必
要
な
権
限
を
大
陸
会
議
に
与
え
る
ー

を
行
う
よ
う
訓
令
し
た
。
そ
し
て
、
「
権
利
の
宣
言
」
と
統
治
機
構

案
を
起
草
す
る
た
め
の
委
員
会
が
発
足
し
た
。
憲
法
制
定
準
備
委

員
ム
五
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
一
五
日
に
エ
ド
モ
ン
ド
・
ラ
ン
ド
ル

フ

S
E
E口
巳
河
自
己
C
S
F
)
、
ト
マ
ス
・
ラ
ド
ウ
エ
ル
・
リ
ー
を
は

じ
め
と
す
る
二
人
名
、
翌
日
ジ
エ
イ
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
三
名
、

一
八
日
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
メ

l
ソ
ン
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。

ε
叶
F
m

北j去45(1-2・137)137 



研究ノート

同
》
同
.
0
円
巾
邑
百
四
日
。
同
門
宮
市
わ
D
口
〈
2
5
0
=
o
同
〈
弓
包
ロ
5
・
0
口
三
C
ロ
ι回同門『巾

。円
F

O

同
冨
M
C
、
-
同
寸
寸
。
.
J

。
『
白
『
-
巾
回
開
〈
白
ロ
印
a

巾門
-
J

〉
吉
町
コ
円
ミ
H

同WSI

N
S
h司自』官、
Hい可日凡同町、ミ
d

母芯』。
h
H
町田』むな円札
3
5
q
。」、
k

曲目白句。。』刊師、日吾、青白内門的

喜
一
色
、
。
ュ
ミ
片
品
目
、
怠

E
H
S円札
S
師
、
立
ミ
ミ

s
s
h
q
E
h偽
札
め
昨
日
町
内
的
久

弘
吉
尚
三
円
P
〈O
「

]
{
(
(
U
F

呂
田
問
。
↓
F

巾
わ
o
Z
E
E田
守
司
巾
回
印
-
H
m
v
o
ω
)
・
℃
同
)

ω]{lωω.ω
印
.
品
。

lhH]「

第
二
章

(

1

)

E

同，
E
m
p・0
円
巾
巾
円
四
呂
町
的
。
同
門
町
巾

ncロ
〈
巾
白
巴
。
出
口
『
〈
弓
恒
三
白
J
勺

H
O
C
-
]戸
。
吋
・

(
2
)
急
進
派
、
保
守
派
、
中
間
派
の
分
類
は
、
反
英
抗
争
の
過
程
で

ア
メ
リ
カ
の
政
治
的
独
立
を
ど
の
程
度
推
進
し
て
い
た
か
に
基
付

い
て
い
る
。

(
3
)
問。

Z
『
円
〉

-rロ
河
口
同
一
古
門
戸
町
品
温
、
白
マ
ヨ
ミ
の
き
認
ぬ
ミ

ss-ω

〈
oz
・
(
(
リ
『
曲
目
)
巾
-
回
日
・

4
F
巾
C
E
H
〈巾『∞

-
q
c『
Z
C
「
与
の
mz・0
2
ロ印

刷》「内回国・

5叶
C
)
-
H
-
N
2
2
・
「
権
利
の
宣
言
」
の
日
本
語
訳
は
、

主
に
斎
藤
真
・
五
十
嵐
武
士
訳
編
『
ア
メ
リ
カ
革
命
』
(
研
究
社
、

一
九
七
八
年
)
一
一
一
九
1

一
一
一
一
一
頁
を
参
照
し
た
。

(
4
)
第
一
六
条
は
〈
表

1
Vで
例
示
し
た
よ
う
に
、
起
草
段
階
に
お

い
て
内
容
上
の
変
更
が
み
ら
れ
る
。
メ

1
ソ
ン
の
原
案
は
、
「
宗
教

も
し
く
は
わ
れ
わ
れ
が
創
造
主
に
対
し
て
果
た
す
べ
き
義
務
、
お

よ
び
義
務
を
履
行
す
る
方
法
は
、
理
性
と
信
心
に
よ
っ
て
の
み
導

か
れ
、
軍
事
力
な
い
し
暴
力
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
い
か
な
る
人
間
も
宗
教
的
立
場
か
ら
社
会
の
平
安
、

幸
福
、
安
全
を
乱
さ
な
い
限
り
、
行
政
官
に
よ
っ
て
回
訓
さ
れ
る
こ

と
も
規
制
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
良
心
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
従
い

信
仰
に
お
い
て
最
大
限
の
寛
容
を
享
受
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、

お
互
い
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
忍
耐
、
愛
お
よ
び
慈
悲
を
実
践

す
べ
き
こ
と
は
、
す
べ
て
の
人
間
関
に
お
け
る
相
互
的
な
義
務
で

あ
る
(
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
)
。
」
と
こ
ろ
が
、
メ

1
ソ
ン
案
は
マ

デ
ィ
ソ
ン
に
よ
っ
て
右
記
傍
点
部
分
が
二
回
修
正
さ
れ
て
い
る
。

第
一
修
正
で
は
、
「
す
べ
て
の
人
聞
は
、
等
し
く
良
心
の
命
ず
る
と

こ
ろ
に
従
っ
て
、
宗
教
を
完
全
に
か
つ
自
由
に
信
仰
す
る
資
格
が

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
か
な
る
人
も
い
か
な
る
階
層
の
人
も
宗
教

上
の
理
由
で
特
殊
な
報
酬
や
特
権
を
付
与
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、

ま
た
、
い
か
な
る
人
間
も
宗
教
的
立
場
か
ら
社
会
の
平
安
、
幸
福
、

安
全
を
乱
さ
な
い
限
り
、
い
か
な
る
罰
則
な
い
し
法
的
制
約
に
も

さ
ら
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
」
と
な
っ
て
お
り
、
明
ら
か
に
公
定

宗
教
制
度
を
廃
止
す
る
内
容
に
修
正
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は

協
議
会
で
多
数
の
反
対
に
あ
い
、
第
二
修
正
で
は
次
の
よ
う
に
大

幅
な
内
容
変
更
が
み
ら
れ
た
。
「
す
べ
て
の
人
間
は
、
等
し
く
良
心

の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
宗
教
を
自
由
に
信
仰
す
る
資
格
が

あ
り
、
平
等
な
自
由
の
保
全
お
よ
び
国
家
の
存
在
が
明
白
に
危
険

に
さ
ら
さ
れ
な
い
限
り
、
行
政
官
に
よ
っ
て
罰
さ
れ
る
こ
と
も
制

約
を
受
け
る
こ
と
も
な
い
。
」
結
局
、
メ

1
ソ
ン
の
原
案
を
生
か
し

つ
つ
も
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
に
よ
る
修
正
を
盛
り
込
ん
だ
以
下
の
案
が
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採
択
さ
れ
た
。
「
す
べ
て
の
人
聞
は
等
し
く
、
良
心
の
命
ず
る
と
こ

ろ
に
従
い
、
宗
教
を
自
由
に
信
仰
す
る
資
格
を
有
し
て
い
る
。
」

当
叶
・
出
口
門
円

F
5
8口
白
ロ
品
巧

-
g
河

R
E
-
-
a・
2内
E
Y
3
A『

L

『
白
書

s-hBKHhs・
5

5一回・

(nzg四
C
C
E〈
巾

『

∞

与

え

の

E
E問
。

可
『
巾
師
団
・
]
戸
市
W
A山

N
t

∞印
)

-

H

H

叶

ω
1
寸印

(5)
「
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
憲
法
」
と
比
較
す
る
と
、
メ

l
ソ
ン
案
は
非
常
に

シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
ま
ず
、
メ

l
ソ
ン
案
に
は
国
王
の
悪
政
を
非

難
し
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
が
独
立
を
決
意
し
た
過
程
を
表
明
す
る
前
文
や

ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
領
土
画
定
規
定
(
注
第
三
章

(
2
)
を
参
照
)
が

な
い
。
第
二
に
、
・
上
院
議
員
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
の
官
吏
な
ど

の
官
職
の
任
命
方
法
、
資
格
規
定
、
任
期
に
つ
い
て
内
容
上
の
差

異
が
み
ら
れ
る
。
第
三
に
、
選
挙
権
資
格
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

第
四
に
、
司
法
部
を
構
成
す
る
裁
判
所
の
中
に
大
審
院
が
含
ま
れ

て
い
な
い
。
最
後
に
、
行
政
部
の
権
限
に
関
す
る
規
定
は
ヴ
ア
ジ

ニ
ア
憲
法
ほ
ど
詳
細
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
メ

l
ソ
ン
案
の
特

徴
は
審
議
過
程
で
削
除
さ
れ
た
第
二
に
関
す
る
箇
所
に
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
。
特
に
、
立
法
部
(
両
議
院
)
の
被
選
挙
権
お
よ
び
選

挙
権
資
格
ゃ
、
上
院
議
員
の
選
出
方
法
に
関
す
る
規
定
か
ら
、
メ
ー

ソ
ン
が
ど
の
よ
う
な
人
物
を
政
治
の
担
い
手
と
し
て
想
定
し
て
い

た
の
か
推
測
で
き
る
。
ま
ず
、
下
院
の
被
選
挙
権
資
格
は
、
過
去

一
年
間
選
挙
区
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
に
居
住
し
、
少
な
く
と
も
ヴ
ア
ジ

ニ
ア
内
に
一

0
0
0
ポ
ン
ド
相
当
の
相
続
土
地
財
産
を
所
有
し
て

い
る
こ
四
歳
以
上
の
自
由
土
地
所
有
者
と
規
定
し
て
い
た
。
同
様

に
上
院
の
場
合
、
相
続
土
地
財
産
所
有
基
準
を
下
院
の
一

0
0
0

ポ
ン
ド
か
ら
二

0
0
0
ポ
ン
ド
相
当
に
、
資
格
年
齢
を
二
四
歳
か

ら
二
八
歳
以
上
に
引
き
上
げ
て
い
る
。
ま
た
、
上
院
議
員
の
場
合

は
間
接
選
挙
(
二
四
の
選
挙
区
で
そ
れ
ぞ
れ
一
二
名
の
上
院
議
員

選
挙
人
を
選
出
し
、
彼
ら
が
各
選
挙
区
で
一
名
の
議
員
を
選
出
す

る
)
を
採
用
し
て
い
た
の
で
、
上
院
議
員
選
挙
人
資
格
を
選
挙
区

内
で
少
な
く
と
も
五

0
0
ポ
ン
ド
相
当
の
相
続
土
地
財
産
所
有
者

と
す
る
規
定
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
選
挙
権
資
格
は
、

七
年
間
の
満
期
未
了
の
借
地
権
所
有
者
、
過
去
一
年
間
選
挙
区
の

カ
ウ
ン
テ
ィ
に
居
住
し
て
い
る
全
家
屋
所
有
者
お
よ
び
三
人
の
児

童
の
父
親
と
規
定
し
て
い
た
。
基
本
的
に
メ

l
ソ
ン
の
規
定
は
、

一
定
の
財
産
を
有
し
た
自
由
土
地
所
有
者
を
共
和
政
治
の
担
い
手

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
下
院
議
員
よ
り
上
院
議
員
に
対
し
て
厳

し
い
財
産
所
有
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
政
治
家
と
し
て

良
識
あ
る
判
断
を
行
え
る
人
物
と
し
て
富
裕
層
に
期
待
し
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
選
挙
権
は
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
定
住
し

て
い
る
か
な
り
広
範
な
人
々
に
与
え
る
規
定
と
な
っ
て
お
り
、
非

土
地
所
有
者
を
一
律
に
排
除
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
点
は
興
味
深

い
。
]
・
同

M-F
ユ-a-叫

A
F

問、S
3
失
言
。
苦

g
h
S
3室
-
(
Z
]
一

カ
コ
ロ
円
巾
件
。
ロ
ロ
ヨ
〈
句
印
芹
可
苛
『
2

P

H

M

W

印。
)
-
H
・

ω
。。∞
ω・

(
6
)
植
民
地
時
代
と
比
較
し
て
変
更
さ
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
、

三
部
門
の
権
限
配
分
(
本
文
参
照
)
、
第
二
に
、
上
院
(
元
総
督
の

補
佐
機
関
)
議
員
、
知
事
(
元
総
督
)
の
選
任
方
法
、
そ
し
て
第

北法45(1-2・139)139 
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三
に
、
下
院
(
元
植
民
地
議
会
)
議
員
の
議
席
配
分
の
一
部
変
更

で
あ
る
。
第
二
の
点
で
は
、
従
来
と
は
異
な
っ
て
官
職
の
選
任
方

法
に
選
挙
が
導
入
さ
れ
た
。
第
三
の
点
で
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア

ン
ド
・
メ
ア
リ

l
・
カ
レ
ッ
ジ
に
配
分
さ
れ
て
い
た
議
席
が
廃
止

さ
れ
た
。

(
7
)
〈
表

2
Vを
作
成
す
る
際
、
田
中
英
夫
『
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
』

上
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
八
年
)
八
八
|
八
九
頁
、
を
参

考
に
し
た
。
ま
た
、
各
官
職
の
日
本
語
訳
は
、
五
十
嵐
武
士
訳
「
ヴ

ア
ジ
ニ
ア
邦
憲
法
」
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、
本
文
で
は
印
S
R
の

訳
語
に
つ
い
て
、
「
邦
」
を
用
い
ず
「
州
」
で
統
一
し
た
た
め
、
若

干
異
な
っ
て
い
る
。
斎
藤
真
・
五
十
嵐
武
士
編
、
前
掲
書
、
一
三

一
一
|
三
八
頁
。

(8)
「
権
利
の
宣
言
」
お
よ
び
「
憲
法
L

は
そ
れ
ぞ
れ
三
権
分
立
の
規

定
を
お
い
て
い
る
が
、
コ
一
権
を
均
衡
さ
せ
る
考
え
方
は
希
薄
で
あ

っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
権
力
均
衡
の
考
え
方
が
重
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
の
は
合
衆
国
憲
法
以
降
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
混

合
政
体
論
の
影
響
が
強
か
っ
た
こ
と
を
有
賀
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。

有
賀
貞
『
ア
メ
リ
カ
革
命
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
)

一
六

O
l
六
三
頁
。
ま
た
、
ウ
ッ
ド
は
、
革
命
当
時
の
ア
メ
リ
カ

人
が
権
力
均
衡
あ
る
い
は
混
合
政
体
の
理
論
に
ま
で
言
及
し
て
お

ら
ず
、
三
権
分
立
制
が
官
職
の
兼
職
を
禁
じ
た
以
上
の
も
の
で
は

な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
。

o
E
Oロ
∞
-
宅

g
門戸同】骨内

向司、向。町"。
S
A
三
F
G
A
書
偽
3
2
S
勾
町
、
輔
ち
丘
町
』
UV
可qlHuva喝
U
W
(
わ
『
曲
目
)
己
呂
田
-
-

Hmwめ
m
y
z
q宅

J
E
『r
・↓
F
巾
Z
C
『
円
。
ロ
ピ
σ『
白
『
】
〉
同
匂
寸
N
)
咽

日

M

匂
-
H
印
N
l

印
、
吋

(
9
)
有
賀
、
一
六

O
頁

o
h
E・
E

-

Z
印
ω
A
V
E
匂
印
0

・
5
仏

l

g

(
刊
)
河
口
己

E
P
E
Vミ
的
。
¥
〔
U
S南
町
ミ
号
室
a

H

一
ω
。
N
-

(日
)

t

ミ

吉

田

g
百
四

-a-
言
内
E

同
官
室
町
内
的
ミ
ト
ミ
h
同・~凶
2
3
h
向
。
。
』
宵
・

円札室

A『
と
』
円
p
n
h
白
SMA¥=ass-
』
E
U
l
』
U
V
U
N
・
E

g

g

-

(
河
呂
町
ヨ
oロ己

H
∞。
m
w
H
∞
Nω
岨『巾匂ユロ丹市円四・(リ}戸
M
W

ユ
ロ
淳
司
回
三
口
町
一

』
白
呂
町
田
円
。
耳
ロ
司
o
z
ロ
色
白
色
白
目
。
『

(
U
D
B
B
C
E
d
ぞ巾釦
F

F

C
『
〈
回
『
間
5

5

F

〕『

与の

C
ロ
=
q印回同可
3
・3
的
。
同
〈
足
何
回
口
3
・同市
W

合同
W
Y
A
H
-

ム叶印
l

寸∞

(
ロ
)
当
時
の
基
準
か
ら
す
る
と
、
選
挙
権
に
財
産
規
定
等
が
備
わ
っ

て
い
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
白
人
男
性
に
限
定
す
れ
ば
、

参
政
権
は
か
な
り
広
範
に
付
与
さ
れ
て
い
た
と
の
研
究
も
あ
る
。

例
え
ば
、
シ
ド
ナ
ー
は
七
つ
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
人
口
と
課
税
台
帳

を
検
討
し
、
一
七
八

0
年
代
の
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
お
い
て
白
人
男
性

の
有
権
者
は
全
体
の
三
分
の
一
か
ら
二
分
の
一
で
あ
っ
た
と
推
定

し
て
い
る
。
わ
町
田
ユ
何
回
∞

ω可門
E
C
F
C
S
H』
司
苦
言
、
お
S
O
Rミ円、。』札。

号
ミ
ミ
白
円
H
R
S
宮

司

grsh号室

sas--(nE℃
町
一
自
己
↓
F
m

d
g〈巾『回目々
0

同
Z
R吾ハい白『
C
E
E
P巾的少
H
U
印
N
)
-
u
u
・
ω
。ー
ω
N

し

か
し
、
当
時
地
価
が
安
く
、
土
地
所
有
規
定
が
有
権
者
資
格
を
限

定
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
参
政
権
か
ら

排
除
さ
れ
て
い
た
人
々
が
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
具
体
的
に

い
う
と
、
分
家
し
な
い
で
家
長
の
土
地
を
耕
作
し
て
い
る
人
、
小

作
人
、
商
人
、
職
人
と
い
っ
た
非
土
地
所
有
者
で
あ
る
。

3
ε
-
u
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アメリカ革命後の統治機構改革

2
・
彼
ら
は
参
政
権
か
ら
排
除
さ
れ
て
は
い
た
が
、
納
税
者
で
あ

り
か
っ
民
兵
と
し
て
市
民
の
義
務
を
果
た
し
て
い
た
。

(
日
)
委
員
会
の
審
議
過
程
で
ロ
パ

l
ト
・
カ

l
タ

l
・
ニ
コ
ラ
ス
が
、

第
一
条
の
「
す
べ
て
の
人
間
」
の
中
に
奴
隷
が
含
ま
れ
る
の
か
に

つ
い
て
問
い
た
だ
し
て
い
る
。
質
問
に
対
し
て
メ

l
ソ
ン
は
、
「
奴

隷
は
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
社
会
の
構
成
員
で
は
な
い
の
で
、
自
由
、
平
等

と
い
う
一
般
的
公
理
は
黒
人
に
は
適
用
さ
れ
え
な
い
」
と
答
え
て

い
た
。
問
。
『
め
ユ
〉
=
巾
ロ
河
ロ
己
担
口
【
戸
叫
F
ぬ
匂
マ

S
ミ
$
内
出
ミ
ミ
ヨ
h
r
z

H
u
-
-
m
l
~
u
v
U』
(

切

O

回円。口一

Z
0
2
F
巾即日円巾『ロ

C
ロ
守
巾
『
田
洋
可
苛
『
巾
回
目
・

H
m
w

∞ω
)
-
H
Y
ω
φ
 

(H)
斎
藤
巽
『
ア
メ
リ
カ
革
命
史
研
究
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、

九
二
)
八
九
九
O
頁。

九

第
三
章

(
1
)
出
2
5四
・
コ

z'同
町
ミ
ミ
2
白二十由、
h
p
。
・
コ
印
1

寸寸・

(
2
)
ジ
エ
フ
7

ソ
ン
は
、
当
時
大
陸
会
議
に
出
席
し
て
お
り
直
接
ヴ

ア
ジ
ニ
ア
州
憲
法
の
制
定
に
加
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
自
ら
憲
法
案

を
起
草
し
革
命
協
議
会
に
送
付
し
た
。
し
か
し
、
彼
の
草
案
が
到

着
し
た
時
に
は
既
に
「
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
州
憲
法
」
は
ほ
ぼ
完
成
し
て

い
た
の
で
、
同
協
議
会
は
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
の
起
草
し
た
憲
法
の
前

文
を
「
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
憲
法
」
の
前
文
と
し
て
付
け
加
え
た
。
∞
ミ
P

E
y
a
ミ

豆

3
2
V
H可
処
志
望
-

H

一
ω
包
l

当
・
ま
た
、
憲
法
の
領
土

を
確
定
す
る
規
定
は
、
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
の
憲
法
私
案
か
ら
採
用
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
月
三
一

E
P
可白

y
a
A
¥
む
ミ
鴬

h
h
E
S
-
r
N
@
∞
-

と
こ
ろ
で
、
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
の
憲
法
私
案
(
第
三
私
案
)
と
「
ヴ

7
ジ
ニ
ア
憲
法
」
と
を
比
較
し
て
一
番
大
き
な
違
い
は
、
立
法
部

と
司
法
部
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
立
法
部
か
ら
簡
単
に
説
明
す

る
と
、
ジ
エ
フ
7

ソ
ン
は
上
院
議
員
の
資
格
を
=
二
歳
以
上
、
任

期
を
三
年
(
再
任
不
可
)
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
上
院
議
員
の
定

数
は
一
五
か
ら
五

O
名
未
満
で
、
議
員
は
下
院
に
よ
る
指
名
に
よ

っ
て
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
た
。
一
方
、
下
院
議
員
の
議
席

配
分
に
関
し
て
は
各
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
人
口
に
比
例
さ
せ
る
原
則
を

採
用
し
、
選
挙
権
は
健
全
な
精
神
を
有
し
た
成
人
男
性
で
あ
り
か

っ
、
市
街
地
の
場
合
は
四
分
の
一
エ
ー
カ
ー
の
、
農
村
部
の
場
合

は
二
五
エ
ー
カ
ー
の
自
由
土
地
所
有
者
と
す
る
一
方
で
過
去
二
年

間
税
金
を
納
め
た
者
に
も
有
権
者
資
格
を
与
え
て
い
た
。
ま
た
、

一
定
の
土
地
を
有
し
な
い
者
に
対
し
て
は
五

O
エ
ー
カ
ー
の
土
地

を
付
与
す
る
規
定
を
お
い
て
い
た
。
総
じ
て
、
選
挙
権
、
議
席
配

分
の
双
方
で
市
民
間
の
政
治
的
権
利
の
平
等
が
追
及
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
司
法
部
に
関
し
て
ジ
エ
フ
7

ソ
ン
は
、
下
級
裁
判
所
と
し

て
従
来
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
と
併
設
し
て
地
区
裁
判
所

(
O
吾
2

5同
2
5
ご己コ

a
z
gロ
印
)
を
創
設
し
、
上
級
裁
判
所
と
し
て
大
審

院
と
高
等
衡
平
法
裁
判
所

(
Z
G
F
。
。
ロ
ユ
え
の

E
R
R
-
を
、
最

高
裁
判
所
と
し
て
控
訴
裁
判
所

(PEコ
ミ
〉
毛
主
的
)
を
構
想
し

て
い
た
。
そ
し
て
、
上
級
裁
判
所
ま
で
の
裁
判
官
の
任
命
は
知
事

に
よ
っ
て
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
下
院
議
員
に
よ
っ
て
選
ば
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れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
ヵ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
内
の
官

職
で
あ
っ
た
治
安
判
事
は
、
知
事
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
も
の
の

罪
禍
が
あ
れ
ば
控
訴
裁
判
所
で
弾
劾
さ
れ
る
手
続
き
が
お
か
れ
て

い
た
。
他
方
で
保
安
官
(
第
一
私
案
で
は
笠
巾
コ
宗
、
第
二
、
三

私
案
で
は
百
聞
F
3
2広
岡
田
)
と
検
死
官
は
、
毎
年
下
院
議
員
選
挙

の
有
資
格
者
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
た
。
そ
の
他
、

ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
は
憲
法
改
正
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
。
回
。
ュ
-

E
Y
3
ミ
ヨ
ミ
ヨ
R
M

清
志
3
声
H・
2
ω
・
ω
印∞
1
2

(
3
)
『乞
K
-
-
N
・
ω
H品

(
4
)
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
、
中
屋
健
一
訳
、
前
掲
書
、
二
四
七
四
八
頁
。

但
し
、
論
文
内
の
用
語
統
一
の
た
め
、
本
書
で
は
「
法
令
」
、
「
普

通
法
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
本
文
で
は
寸
法
律
」
、
「
コ

モ
ン
・
ロ

l
」
に
書
き
換
え
て
い
る
。

(
5
)
国
内
巳
ロ
伊
コ
R
'同
町
恒
宮
町
内
旬
自
己
、
岳
、
h
p
山山一同叶印・

(
6
)
回
。
豆
、

esミ
言
。
苦
号
、
主

3
F
N・
ωω
。
。
印
叶
・
に
法
律
改

正
委
員
会
の
報
告
書
が
全
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
ボ
イ
ド

に
よ
っ
て
、
二
一
六
法
案
の
制
定
化
作
業
に
つ
い
て
の
詳
細
な
解

説
が
各
法
案
毎
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
参
考
に
し
て

八
表

3
V
を

作

成

し

た

。

ま

た

〈

資

料

l
V
は

H
F
R
・
N
・

ω
N
印
ム
い
を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
7
)
加
、
幻
、
内
、
犯
の
各
法
案
の
順
で
、

3
R
-
-
N
ω
2
1
8
・

ω市出品
l

品
。
印
.
印
Nめ
tωω.
印品印
1KF斗
.

(
8
)
富吋
M
E
R
-
M
3
S
5
H。3
S
皇
室
e、、崎、

S
Fも
き
お

』

1
4
C
I
H
U
y
m
w
o

(

(

U

古
田
匂
己
出
回
一
-
-
↓
F
司
己
口
同
〈
巾
同
白
川
凶
芹
可
。
同

Z
O
『
己
固
め
mw

『
。
江
口
出
可
「
巾
印
M
T

]

戸

市

W

∞N
)
-
U
H
ω
ω

(
9
)
旬。仲

2
・
む
N
h
w
H

令
。
。
ミ
ヨ
苦

S
F
方向
u
・
2
ゆ叶‘

(
叩
)
一
七
三
八
年
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
長
老
派
会
議
と
ヴ
7
ジ

ニ
ア
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
グ

l
チ
(
巧
-
z
S自
の
。

2
F
)
総
督
と
の
問

で
、
長
老
派
教
徒
の
移
民
が
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
植
民
地
の
未
開
拓
地
に

入
植
し
、
そ
の
際
、
入
植
者
が
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
宗
教
的
寛
容
法

を
享
受
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
合
意
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
合
意
に

よ
っ
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
の
移
民
が
ブ

ル
1
・
リ
ッ
ジ
の
東
側
に
沿
っ
て
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
ピ

l
ド

モ
ン
ト
に
も
拡
大
し
て
い
く
。
非
国
教
徒
の
入
植
が
合
法
的
に
認

め
ら
れ
た
背
景
に
は
第
一
に
、
外
敵
の
侵
入
を
防
ぎ
、
植
民
地
政

府
所
在
地
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
パ

l
グ
か
ら
は
る
か
遠
方
の
開
拓
線

を
維
持
す
る
た
め
、
第
二
に
、
長
老
派
教
徒
が
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
良

識
あ
る
市
民
で
あ
り
か
つ
兵
士
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
か

ら
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
グ

l
チ
は
入
植
地
が
旧
植
民
地
の
遠
隔

地
で
あ
っ
た
た
め
、
長
老
派
教
徒
が
国
教
会
に
と
っ
て
有
害
な
存

在
と
は
な
ら
な
い
と
判
断
し
て
い
た
。
と
は
い
え
、
長
老
派
教
徒

は
入
植
に
あ
た
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
国
王
お
よ
び
政
府
へ
の
忠
誠
を

誓
約
し
、
国
教
会
を
維
持
す
る
た
め
の
課
税
に
応
じ
、
か
っ
国
教

会
を
誹
誘
中
傷
し
な
い
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。

(UEユ町田

明
・
』
白
呂
巾
F
U
R
5
8室町白

q
s
a
qミ
ミ
咋
皆
同
め
H
E
h
h
H肉
片
言
均
三
命

"shh

ヒ
守
司
守
芸
て
q
h
d
s
S
(戸可
E
H
F
U
g
『
間
・
〈
P

』
司
・
切
己
-
ゎ
。
guω
ロu
ご
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日
小
山

0
0〉
・
司
自
】

E
H
O
i
M
M
-
N
N
4叫
印

(
日
)
忌
定
J

円
宮
司
E
N噂

rgn-
叫

4
8
5な
き
白
ヱ
ロ
草
。
¥
雲
母
H
S
S
・

3

エ∞
t
E・
5
ω
・
広
十
ゴ
一
宮
邑
5
0
口
件
。
宅
三
回
吉
田
『
邑
同
C
E
-

』
田
口

E『

F
N
ヘアロ
2
・
Z
E
R
E
-
5
0ロ
自
己
同
R
E
-
-
』

U
B
Y
a
Aミ
白
書
問
的

〉
向
日
弘
子
同
2

Y

H
一
回
。
⑦
・

(
ロ
)
』
古
胆
自
巾
g∞少唱』
U)。雪門室芯主司草s芝偽喜芯ミ円
ε白-q可守旨同図
h"a臼円芯。ミ.円
}F】印-℃
)
N
ω
.

(
臼
)
目
河N古戸=巳回=丹巴

-z釦Eロ包己P.

』、
u門臼sH§守司ミ苛
a伺。ミ¥
C
P向。ミ苛
h突
司
ミ
白

s伺室噂
H

庁一ム
ω巴H呂ω
 

(H)
目司
ιo片
z巾

『

-nη
一

s富和怠ミ円守冶
C
s偽2叫

(
日
)
~
守
乞H
弘件.ニ岨目司
)

H

H
寸
.

(日
)
F
E
-
E
y
a
A『
吋

d
P
3
2
H
A
b
e
a
s
-
N
-
品

NN'Nω
・
印
叶
∞
∞
「

(
刀
)
五
十
嵐
武
士
『
ア
メ
リ
カ
の
建
国
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

八
四
年
)
八
l

一
一
、
五
五
頁
。
同
書
所
収
「
胎
動
す
る
共
和
国

の
苦
悩

l
ト
マ
ス
・
ジ
エ
フ
7

ソ
ン
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
制
度
改
革
L

に
お
い
て
五
十
嵐
氏
は
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
制
度
改
革
と
公
教
育
制
度

の
創
設
を
通
し
て
、
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
が
同
質
的
で
か
つ
有
徳
な
市

民
を
基
盤
と
す
る
共
和
国
を
構
想
し
て
い
た
点
を
詳
細
に
論
じ
て

い
る
。

(国

)
M
W
C
手
E
Y
3
A
¥
叫

J
E
S
S
H
A事
3qs-NE
日

3
1
2

(
叩
)
ヨ
注
J

N

・印
N
斗

f

印
∞
・
印
一
凶
日
ム
ω

(
却
)
シ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
、
中
屋
健
一
訳
、
前
掲
書
、
二
六
六
|
六
七
頁
。

(
幻
)
乃
の
前
文
は
、
公
教
育
制
度
を
創
設
す
る
目
的
を
次
の
よ
う
に

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
最
良
の
政
府
形
態
に
お
い
で
さ
え
、
権
力

を
委
ね
ら
れ
た
者
が
や
が
て
愚
か
な
支
配
に
よ
っ
て
政
府
を
専
制

に
陥
ら
せ
る
こ
と
は
経
験
上
明
ら
か
で
あ
る
。
専
制
の
発
生
を
防

止
す
る
最
も
効
果
的
な
方
法
は
、
可
能
な
限
り
民
衆
一
般
の
精
神

を
啓
蒙
す
る
こ
と
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
彼
ら
に
史
実
に
つ
い
て

の
知
識
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
民
衆
は
野
心

が
あ
ら
ゆ
る
状
況
の
下
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
自
ら
の

自
然
権
を
行
使
し
て
そ
の
野
望
を
打
ち
砕
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
:
:
:
天
賦
の
才
と
徳
と
を
自
然
が
授
け
た
人
々
は
、

受
け
る
だ
け
の
価
値
の
あ
る
リ
ベ
ラ
ル
な
教
育
を
与
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
ま
た
、
同
胞
市
民
の
権
利
と
自
由
の
神
聖
な
る
受
託

者
と
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
富
、
門
地
そ
の

他
の
偶
然
的
な
条
件
に
関
係
な
く
彼
ら
が
同
胞
市
民
の
受
託
者
と

し
て
の
責
務
を
果
た
す
べ
き
こ
と
は
、
公
共
の
幸
福
を
増
進
す
る

た
め
に
有
益
な
こ
と
と
恩
わ
れ
る
。
」
∞
ミ
門
戸

E
マ
ヨ
ミ
吋
ぎ
苦
号

』ミ
3
喜
一
-
町
民
?
N
叶

(
泣
)
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
、
中
屋
健
一
訳
、
前
掲
書
、
二
六
七
頁
。

(お
)

2
は
有
権
者
の
財
産
資
格
を
未
開
拓
地
所
有
の
場
合
、
従
来
一

0
0
エ
ー
カ
ー
で
あ
っ
た
の
を
五

O
エ
ー
カ
ー
に
縮
小
し
た
。
ま

た
、
従
来
、
成
人
男
性
と
記
述
さ
れ
て
い
た
資
格
年
齢
を
一
一
一
歳

以
上
と
明
記
し
て
い
る
。
回
ミ
P
E
R
3
A『

M
S。
苦
言

'
p
o
e
a
s
-
N
一

ωω
斗
a

，品印・

(
出
)
』
E
K
-
N
-
ω
N
C

(
お
)
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
の
一
七
七
六
年
憲
法
私
案
は
草
稿
を
含
め
て
三

通
り
残
さ
れ
て
い
る
。
最
終
案
で
あ
る
第
三
案
に
基
づ
い
て
改
正
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研究ノート

法
案
と
の
関
係
を
み
る
と
、
私
案
は
公
定
宗
教
制
度
の
廃
止
、
過

重
な
刑
罰
の
廃
止
、
選
挙
権
の
拡
大
お
よ
び
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所

の
官
職
規
定
の
変
更
に
つ
い
て
定
め
て
い
た
。
ま
た
、
限
嗣
相
続

の
廃
止
規
定
は
第
一
私
案
の
み
に
含
ま
れ
て
い
る
。
同
守
札
礼
二
H
a

ωhH品
i

∞ω

(

部

)

』

『

守

札

a

J

H

・
ω

。∞

第
四
章

(
1
)

一
七
八
四
年
の
五
月
二
九
日
、
既
に
一
七
七
九
年
に
提
出
さ
れ

て
い
た
法
律
改
正
委
員
会
の
報
告
書
を
印
刷
す
る
決
議
が
な
さ
れ
、

後
、
関
係
者
に
配
布
さ
れ
た
o
Z
E
与
5
∞O
ロ
自
己

E
n
g
-
-
E
R
a

A

ミ
白
書
拍
ミ
邑
な
ミ
ア
∞
ハ
品
∞

IS-

(
2
)
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
は
、
『
ヴ
7
ジ
ニ
ア
覚
え
書
』
(
一
七
八
一

l
八

二
年
頃
執
筆
)
の
中
で
次
の
五
点
に
わ
た
っ
て
寸
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
憲
法
」

批
判
を
行
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
選
挙
権
の
限
定
性
。
第
二
に
、

問
議
院
の
議
員
配
分
の
不
均
衡
。
第
三
に
、
上
院
と
下
院
の
構
成

員
の
同
質
性
。
第
四
に
、
三
部
門
の
中
で
の
立
法
部
の
優
位
。
第

五
に
、
憲
法
制
定
会
議
を
開
催
せ
ず
に
憲
法
を
制
定
し
た
こ
と
で

あ
る
。
立
法
部
を
め
ぐ
る
批
判
が
実
に
四
点
ま
で
も
占
め
、
先
の

三
点
は
立
法
部
の
構
成
に
関
す
る
批
判
で
あ
る
。
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
、

中
屋
健
一
訳
、
前
掲
書
、
二
一
二
二
七
頁
。
そ
し
て
、
一
七
八

三
年
に
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
が
起
草
し
た
憲
法
私
案
は
こ
れ
ら
の
批
判

を
十
分
に
生
か
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
一
七
八
三
年
の
憲
法

私
案
は
、
原
文
が
一
部
欠
落
し
財
産
基
準
が
明
ら
か
で
な
い
が
、

「
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
憲
法
」
で
排
除
さ
れ
て
い
た
民
兵
の
登
録
者
に
も

選
挙
権
を
与
え
て
い
る
(
一
七
七
六
年
私
案
と
比
較
し
て
選
挙
権

が
拡
大
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
判
断
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も

「
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
憲
法
」
よ
り
は
広
範
な
選
挙
権
規
定
で
あ
る
と
い

え
よ
う
)
。
ま
た
、
第
二
の
議
員
配
分
に
つ
い
て
は
、
一
七
七
六
年

私
案
と
同
様
、
下
院
は
有
権
者
数
に
応
じ
て
議
員
数
が
配
分
(
全

体
で
一

O
O
以
上
三

O
O未
満
)
さ
れ
、
上
院
も
下
院
と
同
じ
く

各
選
挙
区
で
有
権
者
数
に
比
例
し
た
議
席
を
割
り
当
て
る
よ
う
に

し
て
い
た
。
た
だ
し
、
上
院
議
員
数
は
下
院
議
員
数
の
六
分
の
一

と
設
定
さ
れ
て
お
り
、
両
議
員
聞
の
異
質
性
を
確
保
す
る
た
め
に

各
カ
ウ
ン
テ
ィ
か
ら
上
院
議
員
選
挙
人
を
選
出
す
る
間
接
選
挙
を

採
用
し
て
い
た
。
第
四
に
関
し
て
は
、
行
政
部
の
権
限
を
強
化
す

る
た
め
知
事
の
任
期
を
五
年
(
再
選
不
可
)
と
し
、
知
事
に
対
し

て
緊
急
時
(
外
敵
・
侵
略
の
危
険
が
生
じ
た
場
合
)
に
行
政
参
議

会
の
助
言
を
得
て
議
会
の
召
集
・
移
転
を
行
え
る
権
限
を
与
え
た
。

ま
た
、
議
会
に
対
し
て
以
下
の
権
限
行
使
を
禁
じ
る
規
定
が
お
か

れ
た
。
憲
法
侵
害
、
宗
教
上
の
信
条
を
理
由
と
す
る
公
民
権
の
剥
奪
、

個
々
人
の
信
教
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
、
戦
線
に
お
け
る
反
逆

・
殺
人
・
違
反
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
に
対
し
て
死
刑
の
命
令
、

反
逆
罪
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
人
物
の
恩
赦
等
で
あ
る
。
そ
し
て
、

最
後
の
第
五
に
関
し
て
は
、
一
七
七
六
年
の
憲
法
私
案
と
同
様
に

憲
法
改
正
規
定
が
お
か
れ
て
い
た
。
∞
O
可
門
戸
、
。
官
三
局
、
豆
一
。
苦
白
師
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V
H
E
M
S
-

。・

N
2
1
8日・

(
3
)
ζ
曲目。ロ

SHVM巴「
R
r
z
gミ
・
富
田
可
一
m

p

H

寸∞ω
・
河
三
芯
ロ
(
戸
、
白
マ
ヨ

。
¥
の
ぬ
ミ
ミ
ミ
白
助
言
-
N
一
3
0・

(
4
)
独
立
戦
争
終
結
以
後
、
戦
争
遂
行
と
い
う
連
合
会
議
へ
の
求
心

力
が
失
わ
れ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
で
様
々
な
利
害
対
立
が
顕
在
化

す
る
。
特
に
、
独
自
財
源
、
連
合
内
の
通
商
規
制
権
を
有
し
な
い

連
合
会
議
は
対
内
的
に
も
対
外
的
に
も
指
導
力
を
低
下
さ
せ
て
い

た
。
そ
こ
で
、
一
七
八

O
年
か
ら
四
年
間
ヴ
7

ジ
ニ
ア
代
表
と
し

て
連
合
会
議
に
出
席
し
て
い
た
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
、
連
合
の
分
裂
を

回
避
し
国
内
秩
序
の
安
定
を
図
る
た
め
連
合
規
約
の
不
備
を
是
正

し
よ
う
と
努
め
て
き
た
。
し
か
し
、
連
合
会
議
の
運
営
に
意
欲
的

に
取
り
組
ん
で
き
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
一
七
八
三

年
一
一
月
に
会
議
の
代
表
任
期
を
終
え
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
帰
郷
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
将
来
を
案
ず
る
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
、

一
七
八
四
年
の
五
月
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
州
議
会
に
復
帰
し
て
も
、
州
政

治
の
諸
問
題
を
片
付
け
る
一
方
で
連
合
の
動
向
を
常
に
注
視
し
て

い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
約
三
年
間
に
わ
た
る
ヴ
ア

ジ
ニ
ア
州
議
会
議
員
時
代
に
お
い
て
も
、
マ
↓
ア
ィ
ソ
ン
は
連
合
内

の
通
商
問
題
を
協
議
す
る
た
め
に
一
七
八
六
年
九
月
の
ア
ナ
ポ
リ

ス
会
議
開
催
を
推
進
し
た
り
、
一
七
八
七
年
五
月
の
合
衆
国
憲
法

制
定
会
議
を
準
備
す
る
等
連
合
規
約
改
正
に
向
け
て
積
極
的
に
活

躍
し
た
。

(
5
)

一
七
八
五
年
一

O
月
会
期
に
可
決
し
た
法
案
は
、

2
、
3
、
ロ
、

4

‘、ヮ，、

n
v

、
1
i

、ヮ“、

Aua

、
F
b

、
ヮ
a

、。。、

q
d

、
ヮ
“
、
に
d

、円，
d

、

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

 

o
d

、
n
u

、、
i

、
q
L

、
Rυ

、
ι
u

、。。、

Q
d

、
1
i

、。ム、

q
d

、
Auz

、
に
U

、

q
a

組
。

τ
A
a
τ
a
n
τ
λ
u
z
a
4
4
a
τ

泊
佳

r

D

F

b

R

d

F

b

R

U

日
、
問
、
印
、
日
、
位
、
回
の
三
五
法
案
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ

以
前
に
は
、
一
七
七
七
年
に

5
、
6
、
7
が
、
一
七
七
九
年
に
は
、

8
、
9
、
叩
、
目
、
引
件
、
町
、
白
、
樹
、
問
、
郎
、
山
が
、
一
七

八
三
年
に
は
沌
が
、
一
七
八
五
年
に
は
印
が
制
定
さ
れ
て
い
る
が
、

一
七
八
五
年
の
審
議
以
前
に
廃
止
さ
れ
た
り
マ
デ
ィ
ソ
ン
に
よ
っ

て
再
提
出
さ
れ
議
会
で
否
決
さ
れ
た
法
案
が
多
い
。

8
、
9
は
一

七
八

O
年
に
、
日
、
回
は
一
七
八
四
年
に
、
日
、
花
、
問
、
旬
、
錦
、

山
は
一
七
八
六
年
に
否
決
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
の
成

立
の
可
否
に
拘
わ
ら
ず
、
一
七
八
五
年
に
マ
デ
ィ
ソ
ン
に
よ
っ
て

提
出
さ
れ
な
か
っ
た
法
案
は
、

5
、

6
、
7
、
8
、
9
、
日
、
問
、

問
、
問
、
却
、
お
の
一
一
法
案
で
あ
る
。
一
度
成
立
し
て
い
る
法

案
を
再
提
出
し
た
理
由
は
、
法
案
が
修
正
さ
れ
て
成
立
し
て
い
た

た
め
法
案
本
来
の
趣
旨
が
十
分
生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
マ
デ
イ
ソ

ン
が
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
一
七
八
六
年
一

O
月
会
期
に
可
決
し
た
法
案
は
、
師
、
印
、

n、
η
、
刀
、
日
、
目
、

にU
、
AUτ

、
弓
，
，
、
ゥ
t

、
目
M

、
M
円、

K
M

、
以
町
、
川
町
、
柏
町
、
ハ
岬
、
川
吐
、

η
泊、

ウ

4

0

6

n

凸

n

w

u

u

n

w

M

V

μ

U

H

N

H

M

V

H

以

引

U
L
γ
上

γ
L

旧
、
山
、
出
の
二
三
法
案
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
七
八
九
年
以
降

で
は
、
一
七
八
九
年
会
期
に
、
刷
、
山
の
二
法
案
、
一
七
九
二
年

会
期
に
は
多
く
は
包
括
法
案
と
し
て
卯
、
引
、
位
、
目
、
錦
、
的
、

問
、
山
の
八
法
案
、
一
七
九
六
年
に
は
乃
が
成
立
し
て
い
る
。

(
6
)
右
記
注

(
5
)
で
示
し
た
よ
う
に
、

m
の
法
案
は
一
七
七
九
年
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に
内
容
上
大
き
な
変
更
も
な
く
成
立
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

一
七
八
六
年
に
マ
デ
ィ
ソ
ン
に
よ
っ
て
再
提
出
さ
れ
て
議
会
で
否

決
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
同
法
案
は
包
括
法
案
と
し
て
一
七
九
二

年
の
議
会
で
成
立
し
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
法
案
の
可
否
に
関
し

て
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
論
は
一
七
八
六
年
以
降
の

動
向
を
重
視
し
た
。

(
7
)
河
匡
己
自
己

w
』

ueミ
h

A

『
む
ミ
h
司
ミ
号
室
司
一
円
、
コ
九
時
・

(8)
出
口
同
門
}
ロ
ロ
帥
O
ロ
自
己

m
R
E
-
-
E
Yヨ
ミ

LP吉
司
臼
ミ
白
色
弓
言
-
∞

a

m
N
1
印
印
唱
。
]
{
九
時
斗
1
印]「

(
9
)
パ
リ
条
約
第
四
条
「
両
国
の
債
権
者
が
、
従
来
契
約
し
た
あ

ら
ゆ
る
善
意
の
債
務
を
、
正
貨
価
値
に
お
い
て
完
全
に
返
済
を
受

け
る
こ
と
に
対
し
て
は
法
律
上
の
阻
害
を
う
け
な
い
こ
と
に
同
意

す
る
。
」
ア
メ
リ
カ
学
会
編
『
原
典
ア
メ
リ
カ
史
第
二
巻
』
(
岩
波

書
庖
、
一
九
五
一
年
)
二
八

O
|
八
一
頁
(
原
文
で
は
、
旧
字
体

を
使
用
)
。
メ

1
ソ
ン
は
、
一
七
八
三
年
五
月
六
日
に
へ
ン
リ

l
に

あ
て
た
書
簡
の
中
で
、
寸
条
約
違
反
を
理
由
に
イ
ギ
リ
ス
が
戦
争
再

開
の
危
険
を
胃
さ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
間
違
っ
た
考
え
の
下
で
、

ヴ
7
ジ
ニ
ア
議
会
が
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
債
務
に
関
し
て
平
和
条

約
に
違
反
す
る
法
律
の
制
定
や
決
議
を
行
お
う
と
し
て
い
る
」
と

述
べ
て
い
る
。

Y
白
白
印
口
口
ぢ
句
恒
三
円

r
z
g『
F
-
E可
-
m
T
H
斗∞

ω
-
H
N
E
-

-伊豆
-
E
Y
3
ミ
む
。
司
令
h
h
a

喜一-ゴ。目

(
叩
)
セ
ク
シ
ョ
ン
の
分
類
に
関
し
て
研
究
者
に
よ
っ
て
多
少
異
な
る

が
、
ジ
ョ

l
ダ
ン
に
依
拠
し
て
説
明
す
る
。
一
八
世
紀
末
か
ら
一

九
世
紀
前
半
に
か
け
て
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
は
、
沿
岸
部
か
ら
タ
イ
ド
ウ

ォ
ー
タ
ー
、
ピ

l
ド
モ
ン
ト
、
ヴ
ア
レ

l
、
ア
レ
ゲ
ニ

l
以
西
の

四
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
大
別
さ
れ
る
。
一
九
世
紀
以
降
い
わ
ゆ
る

東
部
と
称
さ
れ
る
の
は
、
タ
イ
ド
ウ
ォ
ー
タ
ー
、
ピ

i
ド
モ
ン
ト

で
あ
り
、
西
部
は
ヴ
ァ
レ

l
、
ァ
レ
ゲ
ニ

l
以
西
で
あ
る
。
西
部

は
現
在
の
ウ
エ
ス
ト
・
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
州
全
域
を
含
ん
で
い
る
o

u
E
E
句
守
三
宮
、
と
ご
R
ミ

t
E
h
3
r
e
S
E主
『
見
守
的
き
が

=
q
s
s

(nzmwユ
。
芹
巾
印
〈
己

Z

C

E〈
町
『
∞

-
q
E白
市
回
目
。
同
〈
町
四

F
E
P
]戸

市
山
∞

ω)
・
司
自
}

∞'Hω 

(
日
)
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
、
中
屋
健
一
訳
、
前
掲
書
、
二
一
回
頁
。

(
ロ
)
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
お
よ
び
マ
デ
ィ
ソ
ン
が
彼
ら
の
属
す
る
プ
ラ
ン

タ

i
層
の
利
害
を
排
し
て
、
独
立
自
営
農
民
に
代
表
さ
れ
る
西
部

の
利
害
を
代
弁
す
る
結
果
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
彼
ら
が
育
っ
た

環
境
お
よ
び
政
治
的
経
歴
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
二
人
と
も

ピ

l
ド
モ
ン
ト
地
方
で
も
ヴ
ァ
レ
!
と
接
す
る
カ
ウ
ン
テ
ィ
(
ジ

エ
フ
ァ
ソ
ン
は
ア
プ
ル
マ

l
ル
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
、
マ
デ
イ
ソ
ン
は

オ
レ
ン
ジ
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
)
に
育
ち
、
当
時
は
西
部
出
身
議
員
に

属
し
て
い
た
。
ま
た
、
彼
ら
は
大
学
を
卒
業
す
る
と
数
年
後
カ
ウ

ン
テ
ィ
裁
判
所
の
官
職
を
経
験
せ
ず
に
、
植
民
地
議
会
議
員
(
一

七
六
九
年
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
が
二
四
歳
の
時
)
な
い
し
は
革
命
協
議

会
議
員
(
一
七
七
六
年
マ
デ
イ
ソ
ン
が
二
五
歳
の
時
)
に
選
出
さ

れ
て
お
り
、
教
区
委
員
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
を
土
台
と
す
る
プ

ラ
ン
タ

i
の
支
配
秩
序
に
囚
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
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アメリカ革命後の統治機構改革

し
か
も
、
彼
ら
は
独
立
後
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
州
の
行
政
(
ジ
エ
フ
ア
ソ

ン
は
一
七
七
九
年
六
月
か
ら
八
一
年
ま
で
知
事
を
務
め
、
マ
デ
イ

ソ
ン
は
パ
ト
リ
ッ
ク
・
へ
ン
リ
!
と
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
知
事
の
下
で

一
七
七
八
年
一
月
か
ら
七
九
年
二
一
月
ま
で
行
政
参
議
会
議
員
を

務
め
た
)
に
携
わ
っ
て
お
り
、
州
全
体
を
視
野
に
お
い
た
政
治
家

と
し
て
活
躍
し
て
き
た
。
二
人
が
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
の
統
治
機
構
改
革

を
積
極
的
に
推
進
し
た
背
景
を
語
る
際
、
彼
ら
の
以
上
の
よ
う
な

政
治
的
経
歴
、
環
境
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

(
日
)
国

E
R
E
-ロ
目
。
ロ
自
己

E
n
g
-
-
E
Rヨ
ミ

a
『
白
書

S
ミ
由
民
な
ミ
ア
∞
一

N
M即
日

mw
。・

(
U
)
臼
は
、
人
民
が
自
ら
の
生
命
、
自
由
、
財
産
を
守
る
た
め
に
社

会
契
約
を
結
び
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
政
府
が
樹
立
さ
れ
て
い
る

と
の
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
人
民
の
犯
罪
行
為
を
抑

制
す
る
た
め
に
、
政
府
が
ベ
ソ
カ
リ

l
ア
の
理
論
に
依
拠
し
て
犯

罪
に
応
じ
た
適
切
な
刑
罰
を
実
行
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
。

ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
は
、
『
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
覚
え
書
』
の
中
で
こ
の
法
案
が

計
画
し
た
刑
法
改
革
を
体
系
的
に
解
説
し
て
い
る
。
可
日
、
同
ヨ
ミ

叫

4psshAミ
3
2
y
N・
3
N
印
。
。
一
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
、
中
屋
健
一
訳
、

前
掲
書
、
二
六

O
|
六
二
頁
。
臼
は
、
州
議
会
で
か
な
り
の
修
正

を
加
え
ら
れ
な
が
ら
結
局
成
立
し
な
か
っ
た
。
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
臼

の
審
議
経
過
を
次
の
よ
う
に
ジ
エ
フ

7
ソ
ン
に
書
き
送
っ
て
い
る
。

「
私
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
犯
罪
と
刑
罰
に
関
す
る
法
案
の
否
決
を

思
い
出
す
。
予
期
さ
れ
る
反
対
の
ほ
と
ん
ど
を
取
り
除
く
た
め
に

内
容
の
変
更
が
行
わ
れ
て
か
ら
た
っ
た
一
度
の
投
票
で
、
そ
の
法

案
は
否
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
L

玄
邑
E
g
g
-
E
2
8ロ・司
5
2

印
『
〕
〉
]
戸
印

.

H
叶
∞
叶
.
」
『
守
札
包
よ

H

H

H

印

N
.

(
日
)
日
は
そ
の
前
文
に
お
い
て
、
「
こ
の
州
議
会
の
会
期
の
初
日
に
お

い
て
、
奴
隷
で
あ
る
者
お
よ
び
奴
隷
女
性
の
子
孫
で
あ
る
も
の
を

除
い
て
は
、
共
和
国
内
の
い
か
な
る
人
物
も
以
後
は
奴
隷
的
身
分

と
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
る
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら
先
共
和
国
に
連

れ
て
来
ら
れ
て
、
ま
る
一
年
間
あ
る
い
は
の
べ
一
年
間
に
な
る
奴

隷
は
解
放
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
、
現
時
点
の
奴
隷
は
維

持
し
た
ま
ま
、
以
後
流
入
し
て
く
る
奴
隷
は
解
放
さ
れ
る
規
定
に

な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
法
案
は
奴
隷
の
様
々
な
権
利
|
証
人
に

な
る
こ
と
、
逃
亡
の
自
由
、
武
器
の
携
帯
、
軍
役
に
つ
く
こ
と
ー

を
制
限
し
て
い
た
。
ま
た
、
奴
隷
に
よ
る
暴
動
、
不
穏
集
会
な
ど

を
処
罰
す
る
規
定
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
ほ
ぽ
原
案
通
り
に
制

定
さ
れ
て
い
る
が
、
奴
隷
と
の
商
取
引
を
禁
止
す
る
規
定
が
さ
ら

に
加
わ
り
、
ま
た
、
解
放
さ
れ
た
奴
隷
は
共
和
国
外
に
出
国
す
る

こ
と
を
定
め
た
箇
所
が
削
除
さ
れ
て
い
た
。
ヨ
£
-
N
A
F
4
0
1
4
N
一

虫
色
己
口
問
・
叫
dp司

h
E
宮町内九回日円

h
白花時
'

H

N

H

∞N
l

∞ω
・
『
ヴ
ア
ジ
ニ
ア

覚
え
書
』
で
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
は
、
奴
隷
の
自
立
を
共
和
国
で
援
助
し
、

ゆ
く
ゆ
く
は
他
の
地
域
に
彼
ら
を
移
住
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
て
い

た
。
そ
も
そ
も
ジ
ェ
フ
ア
ソ
ン
は
、
黒
人
は
白
人
よ
り
も
知
的
に

も
道
徳
的
に
も
劣
っ
た
人
種
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
さ
ら
に
、
外

見
的
な
相
違
も
加
わ
っ
て
、
た
と
え
黒
人
奴
隷
が
解
放
さ
れ
た
と
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し
で
も
、
共
和
国
に
お
け
る
黒
人
へ
の
人
種
的
偏
見
は
根
強
く
存

在
し
て
お
り
、
共
和
国
の
市
民
と
し
て
統
合
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
と
考
え
て
い
た
。
ト
マ
ス
・
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
、
中
屋
健
一
訳
、

前
掲
書
、
二
四
八
|
六

O
頁
。
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
の
黒
人
観
と
共
和

国
観
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
、
前
掲
書
、
一
八
|
二
四
頁
参
照
。

(
日
)
池
本
氏
は
、
植
民
地
時
代
後
期
ヴ
7
ジ
ニ
ア
の
土
地
投
棄
が
ほ

ぽ
終
了
し
て
い
た
の
と
平
行
す
る
形
で
プ
ラ
ン
タ

l
の
相
続
制
度

が
長
子
・
限
嗣
相
続
か
ら
分
割
相
続
に
移
行
し
つ
つ
あ
り
、
相
続

制
度
を
変
更
す
る
法
案
は
制
度
の
確
認
に
止
ま
っ
て
お
り
、
改
革

的
意
義
が
低
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
池
本
、
前
掲
論
文
。

(η)
富
市

g
oユ
包

白

ロ

ι
河
内

B
O口
出
可
申
口
口
市
田
岡
田

5
2
河
内
口
問

5
5
〉
印
日
巾
日
田
・

B
mロ
g.
開
門
]
同
件
。
コ
田

-
z
o斤
タ
国

E
R
E
-口
問
。
口
白
口
己
河
田
円
}
戸
白
f
『
以
内

HT町
、
的
。
L
「

』
白
書
的
ミ
白
色

2
3・∞
-
N
2
1
2
マ
デ
ィ
ソ
ン
が
公
定
宗
教
制
度
を

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
一
七
八
五
年
六
月

二
O
日
付
け
の
陳
情
請
願
書
が
参
考
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
信

教
の
自
由
は
自
然
権
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
第
八
条
で
は
、

次
の
よ
う
に
人
民
の
自
由
と
の
関
係
で
国
教
会
の
危
険
性
が
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
「
国
教
会
は
社
会
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぽ
す
だ

ろ
う
か
。
幾
つ
か
の
例
に
よ
る
と
、
国
教
会
は
世
俗
の
権
威
を
破

壊
し
て
精
神
的
な
専
制
を
樹
立
し
て
き
た
。
ま
た
、
多
く
の
場
合
、

専
制
を
行
う
国
王
を
支
持
し
て
き
た
。
い
か
な
る
場
合
も
、
国
教

会
は
人
民
の
自
由
の
保
護
者
で
は
な
か
っ
た
。
公
共
の
自
由
を
破

壊
し
よ
う
と
す
る
支
配
者
は
、
便
利
な
片
腕
と
し
て
国
教
会
の
聖

職
者
に
日
迂
回
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
共
の
自
由
を
保

護
し
維
持
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
公
正
な
政
府
は
、
国
教
会
を

必
要
と
し
な
い
も
の
で
あ
る

J
S
R
-
∞
-
N
匂
∞
ム
。
品
五
十
嵐
氏

は
「
多
元
主
義
的
政
治
観
の
成
立
1

ジ
ェ

l
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン

の
連
邦
共
和
国
観
」
の
中
で
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
と
へ
ン
リ

l
の
状
況

認
識
、
政
治
観
の
違
い
を
対
照
さ
せ
な
が
ら
「
信
教
の
自
由
を
確

立
す
る
法
」
が
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
州
議
会
で
成
立
す
る
過
程
を
論
述
し

て
い
る
。
五
十
嵐
、
前
掲
書
、
五
三
|
八
八
頁
。

(

問

)

』

E
B
B
-
U
R
H
h
吉
富
市
白
ヨ
恩
師
向
ミ
い
ア
官

-
E
m
た
だ
し
、
分
離
派
が
か

ね
て
か
ら
要
求
し
て
い
た
国
教
会
の
有
す
る
教
会
所
属
耕
地
(
門
官

賞
与

g)
を
売
却
し
、
そ
の
売
却
益
を
適
切
に
配
分
す
る
法
律
は

一
八

O
二
年
に
成
立
し
た
。

(
日
)
出
巾
ヨ
ロ
四
・
コ
H
h
旬
宮
町
詰
音
色
町
ト
ミ
h
p
H
N
-
N
J
?
ω
0
・
2丹

市
『

'
p
g守

の
き
尽
き
苦
言
問
・
円
)
同
}

H

A

斗
品
匂

(
却
)
各
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
が
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
を
管
区
(
℃
吋
2
5
2
)

に
分
割
し
た
上
で
、
そ
の
管
区
の
全
人
口
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
た

め
に
、
各
管
区
の
長
に
一
名
の
治
安
判
事
が
配
さ
れ
る
よ
う
定
め

ら
れ
た
。
日
ν
2
2・
(ugs守
C
害
時
遺
書
室
町
-
U
H
H
∞

(幻

)
F
E
E宮
3
0『

同

3
p
q
さ
S
H
S
3
3・
N

印∞
N
-

カ
ウ
ン
テ
ィ
裁

判
所
の
司
法
機
能
は
、
一
八

O
八
年
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
巡
回
裁
判
所

制
度
が
導
入
さ
れ
て
以
降
(
一
七
八
八
年
に
は
そ
の
前
身
の
地
区

裁
判
所
が
設
立
さ
れ
た
)
次
第
に
低
下
し
て
い
っ
た
。
五
十
嵐
、

前
掲
書
、
二
一
六
頁
。
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アメリカ革命後の統治機構改革

(泣
)

H

F

礼子
N

・印
ω
印
・
刊
は
一
七
八
五
年
一

O
月
一
一
一
一
日
マ
デ
ィ
ソ
ン

に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
る
以
前
、
可
決
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
既
に
、

一
七
七
八
年
二
一
月
一
六
日
、
一
七
八

O
年
六
月
一
二
日
に
も
議

会
に
提
出
さ
れ
て
い
た
。

(
お
)
冨
白

ι回
目
。
ロ

g
』
民
同
巾
「
目
。
ロ
・
司
向
日
目
)
『
口
出
『
】
〉
回
目
喝
同
叶
∞
。
・
国

E
n
Eロ印
C
ロ

印
ロ
己
河

RE--~unHYヨ
ミ

-
E
3
5
ミ
白
色
号
室
・
9
N
A
山
、
吋
・
乃
は
一
七
九
六

年
に
初
等
教
育
に
限
定
し
て
成
立
し
た
二
七
九
六
年
の
制
定
法
は
、

"
と
比
較
し
て
公
教
育
の
施
行
方
法
で
規
定
が
異
な
っ
て
い
た
。

第
一
に
、
学
校
の
設
置
は
参
事
官
の
討
議
の
結
果
と
さ
れ
、
学
校

運
営
も
参
事
官
に
任
さ
れ
た
。
第
二
に
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
が

参
事
官
を
選
出
す
る
選
挙
の
実
施
を
決
定
す
る
こ
と
。
第
三
に
、

教
育
税
の
徴
収
を
保
安
官
が
担
当
す
る
と
規
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、

一
七
九
六
年
の
公
教
育
法
は
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ

の
理
由
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
、

地
域
住
民
が
他
人
の
子
弟
の
教
育
費
を
負
担
す
る
教
育
税
原
則
を

受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
ニ
ュ

i
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

諸
州
と
異
な
っ
て
行
政
区
画
が
大
き
く
住
民
自
治
が
未
成
熟
で
あ

っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
学
齢
人
口
の
流
動
性
が
激
し
か
っ
た
た
め
、

初
等
学
校
の
設
置
場
所
や
校
舎
の
維
持
管
理
が
困
難
で
あ
っ
た
こ

と
等
で
あ
る
。
当
者
・
出
向
口
同
口
問

-a
叫

4

』
柏
町
h
H
O
S
E
B円

h
a
認
内
ミ

=a53・
コ

ゆ
N
I
H
∞

o
h
p
ω
g
z・
(
Z
2司
∞
内
『
戸
市
田
)
・
∞

2
口
問
由
。

ga

zロ
E釦
C
Oロ
C
同
国
内
口
百
伺

(
Z
2司
可
。
『
}
内
〉
玄
的

3
・
2
印・

H
m
w
寸
(

)

)

'

N

?
何
者
三
g
B∞
〉
ユ

F
R
冨
邑
己
O
H

叫

d
p
h
h，

S
旬
円
ぎ
と
に

S

S

戸、、ミ
-hHSHb
旬
。
同
ミ
内
向
ど
の
玄
戸
建
ミ

(
Z
巾
耳

4
2
F
5
5・
2
巾
垣

J

ヘ
ロ
「

r・
〉
「
ロ

c
-
u『
巾
回
目
除
、
H
J
F
巾

Z
m者
吋

C
「
}
内
吋
回
目
巾
一
T
]
{
句
。
む
)
・
同
)
匂
・

H
A凶
]

戸

寸

(
担
)
冨
邑
ー
己
。
H
・
3
R
-
-
2
)
-
K
E

品。-

(
お
)
宮
邑
5
0ロ

g
r
R巾
『
凹

o
p
司
巾
『
『
巴
印
ミ
・
同
日
-

H

叶
∞
0
・

Z
E
R
Eロ
目
。
=

国

E
m
R
Z
f
コ
H

町
、
冬
一
時
守
的
。
H
L
E
華
町
師
ミ
主
号
室
-
市
山
-
N
⑦
斗

1
2・
一
二
人

の
委
員
は
議
会
の
議
員
で
は
な
く
、
ま
た
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
と
ウ
イ

ズ
は
当
時
ほ
と
ん
ど
引
退
状
態
に
あ
っ
た
。
結
局
、
制
度
改
革
の

機
運
が
低
下
す
る
中
で
、
新
た
に
創
設
さ
れ
た
法
律
改
正
委
員
会

は
大
き
な
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
議
会
は

一
七
八
九
年
、
一
七
九

O
年
に
も
法
律
改
正
委
員
会
を
創
設
し
て

い
る
。
一
七
九

O
年
の
委
員
会
は
包
括
的
な
改
正
法
案
を
一
七
九

二
年
に
議
会
に
提
出
し
一
定
の
成
果
を
上
げ
る
が
、
も
は
や
一
七

七
六
年
の
法
律
改
正
委
員
会
ほ
ど
の
改
革
的
意
義
が
み
ら
れ
な
か

っ
た
と
ボ
イ
ド
は
指
摘
し
て
い
る
。
図
。
可
門
戸
、
白
宮
崎
、
的
ミ
コ
S
一吉白
h

b
h刊
町
三
室
-
N
一
ω
N
?
に
-

第
五
章

(
1
)

一
七
八
三
年
の
憲
法
改
正
要
求
以
降
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
お
い
て
は
、

一
七
九
六
年
フ
レ
デ
リ
ァ
ク
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
お
よ
び
一
八

O
六
年

パ
ト
リ
ッ
ク
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
か
ら
の
憲
法
改
正
要
求
、
一
八
一
六

年
ス
タ
ン
ト
ン
協
議
会
、
一
人
二
四
年
の
新
ス
タ
ン
ト
ン
協
議
会

の
開
催
と
し
ば
し
ば
憲
法
改
正
運
動
が
盛
り
上
が
っ
た
。
そ
し
て
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一
八
二
九
年
に
は
正
式
に
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
憲
法
改
正
会
議
が
開
か
れ

る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
改
正
要
求
の
中
に
は
も
ち
ろ
ん
統

治
構
造
の
改
草
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
州
議
会
選
挙
区
の
議
員
配

分
の
見
直
し
お
よ
び
選
挙
権
の
拡
大
要
求
が
常
に
大
き
な
柱
で
あ

っ
た
。
議
会
は
西
部
を
中
心
と
す
る
改
革
派
の
批
判
を
か
わ
す
た

め
に
、
一
八
一
七
年
に
は
上
院
の
西
部
議
員
配
分
を
従
来
の
囚
か

ら
九
議
席
に
増
や
す
措
置
(
た
だ
し
、
東
部
も
一
一
一
一
か
ら
一
五
議

席
に
)
を
講
じ
て
い
た
が
、
結
局
、
圧
倒
的
な
民
衆
か
ら
の
憲
法

改
正
会
議
開
催
要
求
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
一
八

二
九
年
か
ら
一
八
三

O
年
に
か
け
て
憲
法
改
正
会
議
が
実
現
し
た
。

会
議
で
は
、
選
挙
権
の
拡
大
、
議
席
配
分
の
平
等
、
行
政
参
議
会

の
廃
止
、
知
事
の
直
接
選
挙
お
よ
び
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
の
民
主

化
要
求
が
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
の
憲
法
改
革
理
念
を
受
け
継
い
だ
改
革

派
か
ら
提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
現
政
治
体
制
を
維
持
し
よ
う
と

す
る
保
守
派
の
反
対
に
あ
っ
て
一
七
七
六
年
憲
法
を
抜
本
的
に
改

革
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
公
教
育
分
野
で
は
、

一
八
一

O
年
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
に
お
け
る
教
育
を
助
成
す
る
た
め
に
没

収
地
、
没
収
物
お
よ
び
罰
金
等
を
財
源
に
し
て
教
育
基
金

(
F
5
2『
可
司

EE)
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
基
金
は
一
八
一
六
年

に
大
幅
に
増
資
さ
れ
、
そ
の
運
用
を
め
ぐ
っ
て
議
会
に
お
い
て
は

総
合
大
学
を
新
設
す
る
か
初
等
中
等
学
校
を
助
成
す
る
か
で
活
発

な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
一
八
一
七
年
に

は
既
に
政
界
を
引
退
し
て
い
た
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン
は
再
度
公
教
育
法

案
を
作
成
し
、
あ
く
ま
で
住
民
の
自
治
と
税
金
に
よ
っ
て
運
営
さ

れ
る
公
教
育
制
度
を
築
こ
う
と
し
て
い
た
。
結
局
、
一
八
一
八
年

に
新
た
な
公
教
育
法
が
成
立
す
る
が
、
貧
困
児
童
を
助
成
対
象
と

し
て
お
り
全
階
級
を
対
象
と
す
る
公
教
育
制
度
は
実
現
し
な
か
っ

た
。
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The Constitutional Reform after the American Revolution 
-in the State of Virginia -

Introduction 

2 Transformation from a Monarchy to a Republic 

(1) The Declaration of Rights 

Hisayo KUSHIDA * 

(2) The Constitution of a New Government in the State of Virginia 

3 The Committee for Revision of the Laws 

(1) Creation of the Committee of the Revision of the Laws 

(2) Committee's Report for the Revision of the Laws-126 Revised Bills 

(3) Thomas Jefferson's Plan for a New Republic 

4 The General Assembly of Virginia after the War of Independence 

(1) James Madison and His Efforts toward the Enactment of the Revised Bills 

(2) Result of Thomas Jefferson's Plan for a New Republic 

5 Conclusion 

ABSTRACT 

In Virginia， the American Revolutio日 resultedin the maintenance of the high-

ly traditional social order of pre-revolutionary times， unlike in Pennsylvania. 

Although the Revolution changed Virginia's government from a monarchy to a 

republic， the planters and the ruling class had not intended to drastically alter 

*Doctoral Student， Hokkaido University. 
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the political system from that of the colonial period. Therefore， the Committee 

for the Revision of the Laws， which was established in 1776， tried to overthrow 

the planter's rule and create a new republic based on virtuous citizens in Virgi・

nia. This paper aims at describing the nature of Virginia's republican govern・

ment by examining the activities and the significance of the Committee of the 

Revision of the Laws. 

The first chapter examines the position politics held in post-revolutionary 

times 

The second chapter deals with Virginia's constitution. Although political lead-

ers produced a system of government with the legislative over the executive be-

cause of experiences of British tyranny， they would not reform the planter's ruト

ing order based on the parishes， county courts， and so on. Moreover， because 

the constitution Iimited suffrage to white men with property， many people， white 

men of little property， women， and blacks， remained excluded from Virginia's 

political society ever after the Revolution. 

The third chapter analyzes a report of the Committee. The Committee which 

consisted of Thomas Jefferson， George Wythe， and Edmund Pendleton， intro 

duced 126 revised bills before General Assembly of Virginia in 1779. Most of 

the crucial bills were drafted by Jefferson， who severely criticized the Constitu-

tion of Virginia. In this report， it is notable that these bills were intentionally 

based on a new Commonwealth'plan， pillar of which was “the institutional trans-

formation from a monarchy to a republic". Concretely， the Committee tried to 

accomplish“the Second Republican Revolution" by two means: first by abo・

lishing persistent monarchical institutions such as the established church sys-

tem; second by creating a newborn commonwealth of Virginia 

The fourth chapter describes to what extent Jefferson's plan could be com-

plemented by James Madison in the General Assembly of Virginia from 1785 to 

1787. Jefferson 's plan to reform Virginia's traditional order was only partially 

realized， in spite of Madison's effort. One of the most important bills， Bill No. 82 

which prescribed the abolition of the established church system， was adopted in 

1786. However， other bills such as Nos. 79-81， 95， were rejected. Various fac-

tors obstructed the passage of crucial bills. Among those factors were economic 
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depression， social disorder after the War of Independence， and legislators' re. 

luctance to reform the political system 

Finally， the fifth chapter suggests that Virginia's politics in the first half of 

the 19th century would be dominated by Sectionalism， which had already 

appeared in the General Assembly in the 1780s. This Sectionalism means mainly 

between the Eastern planters and the Western freeholders 
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